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は
じ
め
に

琉
球
最
後
の
王
尚
泰
は
数
え
年
六
歳
で
即
位
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
元
服
、
成
婚
、

世
子
の
誕
生
、
冊
封
の
大
典
に
及
ぶ
国
王
と
し
て
の
節
目
節
目
は
、
そ
の
当
時
の
内

外
の
状
況
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
先
王
尚
育
の
訃
報
は
速
や
か
に
島
津
氏
に
告

げ
ら
れ
、
世
子
が
早
世
し
て
い
た
の
で
、
次
男
尚
泰
の
「
継
目
」
が
認
め
ら
れ
た
。

そ
の
証
文
が
披
露
さ
れ
た
翌
年
四
月
二
八
日
に
官
人
僧
侶
の
昇
叙
が
行
わ
れ
、
即
位

前
日
の
五
月
七
日
（
一
八
四
三
年
六
月
七
日
）
に
は
歴
代
国
王
と
王
妃
を
祀
る
廟
所

の
円
覚
寺
と
天
王
寺
に
三
司
官
向
良
弼
が
派
遣
さ
れ
、
告
祭
が
執
り
行
わ
れ
て
い

る
（
１
）

。
こ
う
し
て
、
尚
泰
の
生
育
は
首
里
王
府
の
重
大
な
責
務
と
な
り
、
万
一
の
こ
と

な
き
よ
う
、
当
初
は
周
辺
に
人
気
の
無
い
真
和
志
間
切
の
識
名
御
殿
で
擁
護
さ
れ
、

そ
の
後
も
守
役
が
取
次
一
切
を
統
制
す
る
体
制
が
敷
か
れ
た
。
他
方
に
お
い
て
、
尚

育
王
の
時
期
か
ら
欧
米
の
艦
船
が
来
航
し
、
上
陸
や
長
期
滞
在
を
強
行
す
る
事
案
が

続
発
し
、
西
洋
人
の
行
動
や
要
求
に
忙
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
王
府
で
は
、
彼
ら

が
帯
同
す
る
中
国
人
を
介
し
て
意
思
の
疎
通
を
は
か
り
慎
重
に
対
応
し
た
。や
が
て
、

欧
米
人
が
日
本
や
琉
球
の
言
語
習
得
や
書
物
の
入
手
を
意
図
し
、
琉
球
側
で
も
現
場

の
当
事
者
と
し
て
英
語
を
操
る
役
人
も
現
れ
た
。
ペ
リ
ー
提
督
一
行
の
首
里
城
訪
問

な
ど
は
王
府
に
大
き
な
緊
張
と
負
担
を
強
い
た
が
、
農
村
の
疲
弊
も
ま
た
深
刻
な
様

相
を
呈
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
国
王
に
よ
る
儀
礼
や
祭
祀
が
な

い
が
し
ろ
に
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

（
２
）

。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
尚
泰
王
が
即
位
し
て
一
〇
年
目
の
咸
豊
七
年

（
一
八
五
七
）
九
月
か
ら
翌
年
二
月
の
間
に
行
わ
れ
た
太
廟
と
寝
廟
に
お
け

る
神
主
の
扱
い
を
め
ぐ
る
僉
議
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
は
、
尚
育
王
の
時
期

か
ら
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
尚
泰
王
の
元
服
を
目
途
に
解
決
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た

（
３
）

。
こ
の
最
終
段
階
の
僉
議
記
録
は
「
咸
豊
八
年
よ
り
同
治
元
年

迄

僉
議
」（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵

尚
家
文
書
第
四
四
七
号
）
に
収

録
さ
れ
て
い
る
。
本
資
料
は
冊
子
体
で
あ
り
、
そ
の
目
録
に
「
再
糺
済
」
と

墨
書
さ
れ
て
お
り
当
事
者
の
印
判
も
な
い
の
で
、
文
書
原
本
を
綴
じ
合
わ
せ

た
も
の
で
は
な
く
、
同
治
元
年
（
一
八
六
二
）
九
月
以
降
に
全
二
一
件
の
僉

議
と
合
わ
せ
て
清
書
・
集
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
壱

と
三
の
「
御
寝
廟
」
を
め
ぐ
る
全
文
を
掲
載
し
て
い
る

（
４
）

。
形
式
に
つ
い
て
若

干
述
べ
る
と
、「
上
様
」
と
歴
代
の
国
王
王
妃
そ
し
て
尚
温
王
・
尚
灝
王
の

父
世
子
尚
哲
と
妃
（
先
代
の
聞
得
大
君
）
は
二
文
字
擡
頭
と
し
て
改
行
し
、

「
乾
隆
皇
帝
様
」「
天
朝
之
御
仕
置
」
も
同
様
で
あ
る
が
、
唐
朝
の
皇
帝
に

つ
い
て
は
特
に
は
ば
か
る
と
こ
ろ
は
な
い
。「
御
入
廟
」「
御
退
廟
」「
御
祧
廟
」

尚
泰
王
の
元
服
と
太
廟
・
寝
廟
を
め
ぐ
る
原
理
の
確
定
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の
前
は
闕
字
と
し
て
い
る
。
今
回
、
こ
の
原
形
に
忠
実
な
翻
刻
を
示
す
こ
と
は
見
送

り
、
文
意
を
把
握
し
や
す
い
よ
う
に
常
用
漢
字
を
基
本
と
し
て
句
読
点
を
加
え
、「
者

（
は
）」「
江
（
へ
）」「
茂
（
も
）」「
与
（
と
）」
以
外
の
変
体
仮
名
な
ど
に
ル
ビ
を

振
り
、
擡
頭
・
闕
字
は
無
視
し
て
適
宜
改
行
し
た
。

本
稿
で
は
、
福
建
を
出
航
後
、
漂
着
に
よ
り
鹿
児
島
を
経
由
し
て
咸
豊
六
年

（
一
八
五
六
）
八
月
二
七
日
に
復
命
し
た

（
５
）

、当
山
里
之
子
親
雲
上
が
も
た
ら
し
た
「
廟

制
求
教
」
が
示
す
原
理
に
依
拠
し
、
こ
の
僉
議
に
お
い
て
首
里
王
府
が
〝
兄
弟
同
昭

穆
説
〟
を
選
択
し
、
そ
れ
以
前
の
廟
議
の
方
針
に
沿
っ
て
尚
温
・
尚
成
と
尚
灝
・
尚

育
の
二
つ
の
国
王
家
統
を
同
時
に
祀
る
と
い
う
原
則
の
確
立
過
程
を
確
認
す
る
。
さ

ら
に
本
史
料
に
連
署
し
て
い
る
役
人
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
地
位
身
分
の
人
物
が

廟
議
の
決
定
に
参
与
し
た
の
か
具
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
も
取
り
組
む
。
こ
れ
に

よ
り
、
僉
議
が
扱
っ
て
い
る
特
定
の
事
項
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
為
政
者
の
意
識
・
行

動
と
当
時
の
時
代
背
景
や
状
況
と
関
連
づ
け
た
理
解
が
期
待
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
一
章

咸
豊
八
年
正
月
の
僉
議

僉
議
の
壱
「
御
寢
廟
」
は
「
廟
制
求
教
」
を
含
め
全
部
で
五
つ
の
部
分
に
分
か
れ

て
い
る
。
本
稿
で
は
便
宜
上
【
壱
一
―
五
】
～
【
壱
五
―
五
】
と
す
る
。
そ
の
冒
頭

に
は
、
行
間
に
書
き
込
み
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
僉
議
の
経
過
が
追
記
さ
れ
て
い
る
。

本
文
午
正
月
、
大
里
王
子
・
池
城
親
方
・
小
禄
親
方
御
書
院
参
上
、
御
守
役
冨

里
親
雲
上
御
取
次
、
十
五
人
吟
味
之
通
被
仰
付
度
、
当
山
里
之
子
親
雲
上
習
請

書
并
久
米
村
諸
大
夫
・
普
天
間
親
雲
上
・
官
生
与
世
山
里
之
子
親
雲
上
・
再
学

吟
味
書
取
添
奉
存
処
、
御
取
置
相
成
、
翌
十
一
日
ニ
者
御
寝
廟
御
廟
制
一
件
者
、

弥
十
五
人
吟
味
通
被
遊
御
議
状
候
。
御
太
廟
ニ
而
之
御
祭
祀
向
者
、
諸
官
江
茂

吟
味
さ
せ
何
分
可
申
上
与
右
同
人
を
以
、
御
意
被
成
下
候
事
、
右
付
前
条
習
請

書
并
吟
味
書
取
添
、
諸
官
江
吟
味
申
渡
候
処
、
十
五
人
吟
味
通
同
意
之
段
被
申

出
候
付
、
同
十
五
日
於
御
書
院
冨
里
御
取
次
、
其
段
申
上
候
処
、
十
五
人
吟
味

通
被
仰
付
候
段
、
別
日
同
人
を
以
御
意
被
成
下
候
事
。

附
、
御
前
参
上
之
筈
候
処
、
事
長
有
之
候
付
本
文
通
。

こ
の
一
文
に
よ
る
と
、咸
豊
八
年
戊
午
（
一
八
五
八
）
正
月
に
摂
政
大
里
王
子
（
尚

灝
王
三
男
尚
惇
）
と
三
司
官
の
池
城
親
方
・
小
禄
親
方
が
尚
泰
王
の
守
役
冨
里
親
雲

上
を
訪
ね
、こ
の
月
に
開
催
さ
れ
た
十
五
人
の
役
人
に
よ
る
僉
議
結
果
を
上
申
し
た
。

三
司
官
筆
頭
格
の
座
喜
味
親
方
が
不
在
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
島
津
斉
彬
の
琉
球
を
介

し
た
蒸
気
船
等
調
達
の
思
惑
を
実
行
に
移
す
た
め
に
排
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
結
び

つ
け
る
の
は

（
６
）

、
穿
ち
過
ぎ
で
、
二
人
で
行
う
慣
例
な
の
で
あ
ろ
う
。
数
え
年
十
五
を

迎
え
先
年
春
に
挙
行
さ
れ
た
尚
泰
王
元
服
の
儀
を
受
け
て

（
７
）

、僉
議
が
行
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
際
に
提
出
さ
れ
た
当
山
里
之
子
親
雲
上
の
「
習
請
書
」
と
久
米
村
諸
大
夫
・
普

天
間
親
雲
上
・
官
生
与
世
山
里
之
子
親
雲
上
・
再
学
に
よ
る
「
吟
味
書
」
も
含
め
摂

政
・
三
司
官
が
審
査
し
、
二
月
一
一
日
に
は
太
廟
・
寝
廟
を
め
ぐ
る
王
府
の
見
解
が

ま
と
ま
り
、
同
一
五
日
に
御
書
院
当
と
し
て
の
冨
里
親
雲
上
に
提
出
さ
れ
、
そ
の
取

次
を
経
て
は
じ
め
て
国
王
の
承
諾
が
得
ら
れ
た
と
い
う
。

こ
の
十
五
人
が
い
わ
ゆ
る
首
里
王
府
の
表
一
五
人
（
御
物
奉
行
三
名
・
同
吟
味
役

三
名
、
御
鎖
之
側
・
日
帳
主
取
二
名
、
御
双
紙
庫
理
・
同
吟
味
役
、
平
等
之
側
・
同

吟
味
役
、
泊
地
頭
・
同
吟
味
役
）
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
署
名
人
の
役
職
が
記
さ

れ
て
い
な
い
の
で
別
の
史
料
で
裏
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
前
に
僉
議
の
過

程
と
典
拠
に
つ
い
て
、
整
理
・
点
検
の
上
で
記
録
と
し
て
残
す
理
由
を
考
え
て
み
る

と
、
尚
灝
王
の
妃
の
歿
後
に
佐
敷
按
司
加
那
志
を
襲
名
し
た
尚
泰
の
母
が
〝
垂
簾
の

政
〟
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
国
王
側
か
ら
直
接
具
体
的
な
指
針
を
仰
ぐ
こ
と
の
で
き
な

い
状
況
下
、表
方（
下
の
御
座
）が
い
か
に
意
を
尽
く
し
て
最
善
の
案
を
出
し
た
の
か
、

こ
の
件
で
引
見
し
た
記
憶
が
な
い
国
王
の
「
上
覧
に
備
え
」、後
々
の
上
の
御
座
（
摂

政
・
三
司
官
）
の
嫌
疑
を
避
け
た
い
と
い
う
緊
張
感
が
窺
え
る
。

次
に
示
す
部
分
が
「
習
請
書
」
と
「
吟
味
書
」
を
審
査
し
た
僉
議
書
本
文
で
あ
り
、

摂
政
・
三
司
官
を
経
て
国
王
に
提
出
さ
れ
た
王
府
の
公
式
見
解
で
あ
る
。
ま
ず
廟
制
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に
め
ぐ
る
観
点
か
ら
本
文
を
検
討
し
、
そ
の
上
で
署
名
人
に
つ
い
て
知
り
得
た
こ
と

を
記
す
。
こ
の
僉
議
で
は
、
即
位
の
序
列
に
従
う
と
、
四
世
数
前
の
尚
泰
王
の
曾
祖

父
尚
哲
と
妃
（
先
代
の
聞
得
大
君
）
の
神
主
を
祧
廟
に
移
さ
ざ
る
を
得
な
い
点
に
つ

い
て
、
当
山
の
「
習
請
書
」
に
あ
る
通
り
、
中
国
で
も
〝
兄
弟
同
昭
穆
説
〟
と
〝
兄

弟
異
昭
穆
説
〟
の
諸
説
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
兄
弟
が
連
続
し
て
即
位
す
る

場
合
も
あ
り
、
そ
の
結
果
、
一
国
の
君
主
で
あ
り
な
が
ら
亡
父
す
ら
祀
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
の
で
、
万
斯
大
（
あ
ざ
な
充
宗
）・
蔡
徳
音
ら
の
前
者
に
依
拠
す
べ
き

で
あ
り
、
叔
父
が
甥
の
後
に
即
位
し
た
場
合
、
叔
父
は
甥
の
父
と
合
祀
す
る
こ
と
で
、

世
数
と
即
位
の
順
序
と
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
尚

哲
夫
妻
は
も
と
よ
り
高
祖
父
の
尚
穆
王
と
妃
（
先
々
代
の
聞
得
大
君
）
の
両
神
主
も

祀
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
尚
円
王
の
子
で
あ
る
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
ま
で
の
国
王
と
王
妃
を
寝
廟
で
も

祀
る
こ
と
が
聞
得
大
君
（
尚
温
王
の
王
妃
）
の
意
向
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
太
祖
を
例
外
と
し
て
遠
い
祖
先
に
対
す
る
祭
祀
は
簡
略
に
し
て

近
い
祖
先
を
厚
く
祀
る
こ
と
が
礼
に
適
う
と
い
う
原
理
に
照
ら
し
て
、
中
国
の
同
堂

異
室
の
制
で
は
太
廟
か
ら
夾
室
に
神
主
を
移
し
て
お
り
、こ
れ
と
並
行
し
て
寝
廟（
奉

先
殿
）
で
も
祭
祀
を
止
め
て
お
り
、
琉
球
で
も
円
覚
寺
境
内
の
太
廟
か
ら
祧
廟
の
祭

壇
に
神
主
を
移
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
祧
廟
に
あ
た
る
祭
壇
の
な
い
寝
廟
で
は
円

覚
寺
と
同
様
な
祭
祀
対
象
に
な
ら
な
い
こ
と
が
、
あ
ま
り
歯
切
れ
は
良
く
な
い
も
の

の
、
当
山
里
之
主
親
雲
上
に
依
拠
す
る
か
た
ち
で
主
張
さ
れ
て
い
る
。

尚
哲
様
・
徳
沢
様
御
神
位
被
遊
御
退
廟
筈
御
座
候
得
共
、
従
上
様
御
実
御
間
柄

御
曾
祖
考
妣
御
当
御
座
候
処
、
被
遊
御
退
廟
可
相
済
哉
。
若
又
被
遊
御
退
廟
候

而
不
相
済
訳
有
之
候
ハ
ヽ
、
尚
穆
様
ニ
茂
御
実
御
間
柄
御
高
祖
父
ニ
而
御
座
候

を
既
ニ
被
遊
御
祧
廟
候
付
而
者
、
何
様
被
召
行
可
然
哉
、
且
又
尚
真
様
御
以
来

之
御
神
位
茂
御
寺
御
同
様
御
安
置
被
遊
御
焼
香
可
相
済
哉
。
旁

か
た
が
た

義
情
当
然
之

所
、
再
評
被
仰
渡
依
之
、

当
山
里
之
子
親
雲
上
於
唐
習
請
書
等
見
合
、
い
つ
連れ

茂
申
請
候
処
、
国
君
御
兄

弟
継
之
時
、
於
唐
茂
御
一
世
ニ
可
取
、
又
者
不
可
取
与
諸
説
区
々
相
見
得
候
者
、

兄
弟
各
一
世
ニ
取
候
ハ
ヽ
、
四
五
人
茂
相
続
之
節
者
、
至
而
親し

た

敷し
き

親
祖
茂
五
服

与よ

里り

相
迦は

ず

利
、
香
儀
相
欠
候
筋
相
成
、
其
故
万
充
宗
諸
説
裁
断
し
、
廟
を
同
尓に

し
室
を
異
尓に

春す

留る

之
別
有
之
。
蔡
氏
茂
又
其
説
を
推
広
、
兄
弟
を
以
一
世
尓に

し

て
、
同
し
く
一
廟
ニ
祔ふ

し

て
二
室
と
爲
し
、
叔
姪
を
以

各
お
の
お
の

一
世
尓に

し
て
、
叔
者

姪
之
父
能の

廟
ニ
祔ふ

し

て
、
又
二
室
と
爲な

春す

と
有
之
。
近
代
唐
御
作
法
、
先
儒
之
説

大
唐
御
作
法
。

尚
温
様
・
尚
灝
様
御
一
世
、
尚
成
様
・
尚
育
様
御
一
世
ニ
算か

そ

ひ
上
左
候
而
、
尚

穆
様
・
尚
哲
様
御
事
茂
御
実
御
間
柄
通
、
御
五
代
之
内
ニ
算
ひ
上
、
御
寝
廟
江

御
安
置
被
遊
御
焼
香
可
然
奉
存
候
、
且
又
尚
真
様
御
以
来
尚
敬
様
迄
之
御
神
位

茂
御
寺
御
同
様
御
左
右
ニ
被
遊
御
安
置
候
方
、
於
御
情
意
者
其
通
有
御
座
候
度

候
得
共
、
当
山
習
請
ニ
太
廟
之
主
既
ニ
祧
春す

る
時
者
、
左
右
之
夾
室
ニ
遷
入
、

寝
廟
之
主
お
の
つ
か
ら
毀こ

ぼ

徒つ

遍へ

し
と
有
之
、
又ま

た

候ぞ
ろ

宗
廟
之
礼
者
、
隆さ

か

ん
奈な

礼れ

ハ

必
春す

殺
と
阿あ

り
、
混
し
て
同
ふ
せ
は
則
ち
親
き
毛
の
反
て
疏

う
と
ん

し
、
人
主
宗
廟
江

事つ
か
ふる

能の

心
得

專
も
っ
ぱ
ら

尓に

せ
ん
と
欲
し
て
分
ツ
こ
と
を
不
欲
、
是こ

れ

を
等
し
ふ
せ
は

敬う
や
ま
ふ

毛も

の
反
て
褻み

だ

礼れ

る
と
相
見
得
、
此
節
を
以
相
考
候
得
者
、
尚
真
様
御
以
来

尚
敬
様
迄
之
御
神
位
者
既
ニ
御
代
数
被
仰
上
之
御
退
廟
御
座
候
得
者
、
当
分
通

有
御
座
度
奉
存
候
、
且
又
前
文
通
御
寝
廟
御
廟
制
相
替
候
ハ
ヽ
、
於
御
太
廟
者

今
通
被
召
行
可
相
済
哉
与
此
所
精
々
吟
味
仕
候
処
、
尚
穆
様
・
尚
哲
様
五
世
ニ

算
ひ
上
候
ハ
ヽ
、
只
寝
廟
ニ
遷
而の

已み

奈な

良ら

須す

、
竟つ

い

ニ
太
廟
江
奉
祭
る
遍へ

し
と
当

山
習
請
ニ
相
見
得
、
右
御
両
所
様
者
御
実
御
間
柄
い
ま
た
五
服
内
之
御
事
御
座

候
得
者
、
御
太
廟
御
内
廟
御
同
様
御
入
廟
有
御
座
度
、
既
ニ
被
遊
御
退
廟
候
。

御
方
様
今
更
御
入
廟
之
儀
不
容
易
御
事
ニ
而
、
猶
諸
書
相
見
合
候
処
、
唐
之
敬

宗
皇
帝
・
文
宗
皇
帝
御
兄
弟
継
ニ
而
御
父
子
ニ
取
、
七
代
之
御
祖
代
宗
皇
帝
御

退
廟
被
成
候
処
、
其
後
実
御
間
柄
を
以
、
礼
官
吟
味
有
之
、
又
以
御
入
廟
爲
被

－ 3 －
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成
由
、
於
唐
茂
右
通
、
太
廟
江
跡
又
重
而
御
入
廟
之
例
有
之
事
候
得
者
、

旁

か
た
が
た

以も
っ
て

尚
穆
様
・
尚
哲
様
御
神
位
、
御
太
廟
・
御
寝
廟
江
御
入
廟
被
遊
御
香
儀
候
儀
、

御
義
情
共
ニ
相
叶
可
申
哉
与
吟
味
仕
候
。
乍

し
か
し

然
な
が
ら

御
太
廟
ニ
而
之
御
祭
祀
向
者
、

古
来
王
統
御
相
続
表
被
召
行
来
不
容
易
御
事
候
得
者
、諸
官
江
茂
吟
味
被
仰
付
、

以
上
何
分
御
治
定
有
御
座
度
此
段
申
上
候
。
以
上
。

午
正
月

豊

見

城

親
雲
上

嵩

原

親
雲
上

伊

是

名

親
雲
上

奥

平

親
雲
上

安

勢

理

親
雲
上

大

湾

親
雲
上

嘉

手

納

親
雲
上

亀
川
里
之
子
親
雲
上

阿

波

根

親
雲
上

喜

舎

場

親
雲
上

嶋

袋

親
雲
上

兼

城

親
雲
上

宮

平

親

方

与

那

原

親

方

安

村

親

方

さ
て
、
こ
の
僉
議
の
前
後
の
咸
豊
年
間
（
一
八
五
一
～
一
八
六
二
）
を
中
心
に
し

て
職
位
を
逐
次
見
て
い
く
。豊
見
城
親
雲
上
は
申
口
方
吟
味
役（
咸
豊
七
年
一
一
月
）・

御
物
奉
行
吟
味
役
（
咸
豊
八
年
六
月
）・
日
帳
主
取
（
咸
豊
九
年（

８
））、嵩

原
親
雲
上
（
毛

安
綱
）
は
御
書
院
当
（
咸
豊
六
年
）・
御
物
奉
行
吟
味
役
（
咸
豊
七
年
）・
日
帳
主
取
（
咸

豊
九
年
一
二
月
朔
日
）・
平
等
之
側
（
咸
豊
一
〇
年
二
月
一
日
）
を
歴
任
し
て
い
る

（
９
）

。

伊
是
名
親
雲
上
（
向
朝
憲
）
は
尚
育
王
の
道
光
二
四
年
か
ら
異
国
船
・
異
国
人
対
応

に
あ
た
り
、
そ
の
在
位
末
の
道
光
二
六
年
か
ら
同
光
二
八
年
に
は
御
鎖
之
側
に
就
任

し
て
い
る

）
10
（

。
同
名
で
御
書
院
当
（
咸
豊
五
年
）・
御
物
奉
行
吟
味
役
（
咸
豊
七
年
三
月
・

一
〇
月
）
を
勤
め
て
い
る
者
と
世
代
が
異
な
り
別
人
で
あ
る
と
み
ら
れ

）
11
（

、
咸
豊
五
年

に
「
布
政
大
夫
」
と
し
て
米
国
と
の
条
約
に
署
名
し
た
伊
是
名
親
方
（
翁
徳
裕
）
の

息
子
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
父
祖
の
知
行
を
世
襲
す
る
こ
と
は
所
定
の
こ
と
で
は

な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
奥
平
親
雲
上
の
名
は
申
口
方
吟

味
役
（
咸
豊
七
年
十
月
中
日
記
）
と
し
て
史
料
に
現
れ
る

）
12
（

。
安
勢
理
親
雲
上
は
仏
人

対
応
の
た
め
に
与
那
原
親
方
と
那
覇
詰
を
交
替
す
る
記
録
が
あ
る
（
咸
豊
七
年
一
二

月
一
六
日
）

）
13
（

。
現
場
の
通
事
や
筆
者
か
ら
の
情
報
を
受
け
て
那
覇
に
あ
る
薩
摩
の
出

張
所
（
在
番
所
・
産
物
方
・
守
役
）
と
首
里
城
内
の
評
定
所
に
報
告
し
て
指
示
を
仰

ぎ
、
相
手
方
と
の
交
渉
を
進
め
る
と
い
う
役
目
で
あ
り
、
こ
れ
を
交
替
で
担
当
す
る

こ
と
に
よ
り
、
業
務
に
習
熟
す
る
よ
う
考
慮
さ
れ
て
い
た
。

大
湾
親
雲
上
（
向
永
功
）
は
も
と
板
良
敷
親
雲
上
（
名
乗
は
朝
展
改
め
朝
忠
）。

首
里
系
な
が
ら
中
国
に
渡
航
し
て
官
話
な
ど
を
習
得
し

）
14
（

、
帰
国
後
は
久
米
村
の
通
事

ら
と
同
じ
よ
う
に
那
覇
・
泊
で
異
国
人
と
直
接
意
思
を
疎
通
す
る
任
務
に
あ
た
り
、

咸
豊
五
年
八
月
朔
日
に
大
湾
親
雲
上
に
改
名
し
、
同
七
年
一
一
月
に
は
日
帳
主
取
に

な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

）
15
（

。
そ
の
人
事
が
薩
摩
の
強
い
意
向
を
反
映
し
て
い
る
こ

と
は
「
旧
琉
球
藩
評
定
所
記
録
」
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る

）
16
（

。

嘉
手
納
親
雲
上
は
、
尚
育
王
の
末
期
か
ら
申
口
吟
味
役
（
道
光
二
四
年
）・
平ひ

等ら

方
吟
味
役
（
同
二
六
年
七
月
）・
日ひ

帳
ち
ょ
う

主ぬ
し

取と
り

足た
し

（
同
年
八
月
）・
双そ

う

紙し

庫く

理り

（
同

二
八
年
二
月
）
を
歴
任
し
た
毛
盛
方
で
は
な
く
、
咸
豊
六
年
に
御
物
奉
行
吟
味
役
に

就
任
し
て
地
頭
所
を
拝
領
し
た
際
に
改
名
し
た
垣
花
里
之
子
親
雲
上
で
あ
ろ
う

）
17
（

。
亀

川
里
之
子
親
雲
上
は
泊
評
定
所
筆
者
足
（
咸
豊
六
年
三
月
二
九
日
）
か
ら
御
物
奉
行

吟
味
役
（
咸
豊
六
年
六
月
朔
日
）
と
な
り
知
行
所
を
得
た
毛
允
良
で
あ
ろ
う

）
18
（

。
阿
波

根
親
雲
上
は
咸
豊
四
年
（
一
八
五
四
）
の
ペ
リ
ー
艦
隊
所
属
水
兵
溺
死
事
件
の
際
に

－ 4 －
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日
帳
主
取
と
し
て
対
応
に
当
た
り
、
咸
豊
六
・
七
年
も
同
職
に
あ
り
、
そ
の
間
、
平

等
所
格
護
の
「
首
里
三
平
等
屋
敷
図
帳
」
の
補
修
で
褒
状
を
受
け
て
お
り
、
廟
議
の

後
に
は
御お

鎖さ
す

之の

側そ
ば

足た
し

（
咸
豊
八
年
五
月
三
日
）
と
な
っ
て
い
る

）
19
（

。

喜
舎
場
親
雲
上
（
毛
盛
綱
）
は
御ご

書し
ょ

院い
ん

当あ
た
い（

咸
豊
五
年
六
月
）・
日
帳
主
取
（
咸

豊
六
年
一
二
月
昨
日
、
同
七
年
三
月
、
同
一
〇
月
）
で
、
こ
の
間
交
替
し
な
が
ら
、

仏
人
対
応
に
当
た
っ
て
い
る

）
20
（

。
嶋
袋
親
雲
上
は
御
書
院
当
（
咸
豊
五
年
正
月
・
二
月
・

六
月
・
八
月
・
九
月
、
同
六
年
四
月
）
を
経
て
申
口
方
吟
味
役
（
咸
豊
六
年
一
二
月

朔
日
、
翌
七
年
正
月
・
二
月
）
に
な
っ
て
い
る

）
21
（

。
兼
城
親
雲
上
は
日
帳
主
取
（
咸
豊

六
年
六
月
・
七
月
・
一
一
月
）
を
経
て
双
紙
庫
理
（
同
七
年
一
二
月
朔
日
）
と
な
り
、

御
鎖
之
側
と
し
て
鳥
島
漂
着
の
朝
鮮
人
送
還
の
指
揮
を
執
っ
て
い
る
（
咸
豊
七
年
九

月
五
日
）

）
22
（

。

親
方
ク
ラ
ス
で
は
、
宮
平
親
方
（
馬
良
義
）
は
咸
豊
六
年
に
は
御お

物も
の

奉ぶ

行ぎ
ょ
うで

あ
っ

た
）
23
（

。
安
村
親
方
（
向
朝
昌
）
は
「
異
国
方
係
」
と
し
て
出
張
し
た
記
録
が
あ
り
、
フ

ラ
ン
ス
人
が
所
望
す
る
『
新
鑑
草
』『
四
書
』
の
調
達
を
指
示
し
て
い
る
。
咸
豊
七

年
に
は
御
物
奉
行
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る

）
24
（

。
こ
の
時
期
の
与
那
原
親
方

は
後
の
三
司
官
馬
朝
棟
（
良
恭
）
で
あ
り
、
咸
豊
八
年
四
月
一
六
日
ま
で
三
司
官
で

あ
っ
た
座
来
味
親
方
の
後
任
と
し
て
最
多
の
得
票
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
薩

摩
の
意
向
を
受
け
て
翁
長
親
方
（
譜
久
山
親
方
）
が
就
任
し

）
25
（

、
こ
れ
が
後
の
禍
根
と

な
る
。
と
こ
ろ
で
、
道
光
二
九
年
（
一
八
四
九
）
正
月
二
十
日
の
久
米
島
沖
に
お
け

る
英
国
船
坐
礁
の
案
件
で
は
、
御
所
帯
方
吟
味
役
の
与
那
原
親
雲
上
が
同
僚
と
共
に

御
書
院
に
参
上
し
近
習
を
介
し
て
尚
泰
王
と
そ
の
母
と
祖
母
に
暇
乞
い
し
、
そ
の
上

で
属
僚
の
大
夫
当
山
里
之
主
親
雲
上
・
通
事
板
良
敷
親
雲
上
や
筆
者
・
医
者
・
絵
師

を
引
き
連
れ
て
渡
島
し
問
題
解
決
に
尽
力
し
た

）
26
（

。
こ
の
与
那
原
親
雲
上
が
馬
朝
棟
と

同
一
人
物
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
家
譜
が
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ

る
。以

上
、
僉
議
の
署
名
人
に
つ
い
て
延
々
と
述
べ
て
き
た
が
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
表

十
五
人
に
該
当
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
さ
ら
に
、
尚
育
王
の
治
世
か
ら
出
仕
し

て
尚
泰
王
の
即
位
後
に
表
方
の
役
職
に
つ
い
た
層
を
主
体
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘

で
き
る
。
そ
の
経
歴
の
特
徴
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
進
貢
船
の
派
遣
や
漂
着
民
の

送
還
な
ど
の
従
来
か
ら
あ
る
外
交
的
業
務
だ
け
で
な
く
、
那
覇
・
泊
に
て
上
陸
滞
在

中
の
異
国
人
と
の
対
応
に
あ
た
る
と
い
う
、
未
曾
有
の
任
務
を
こ
な
し
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
し
た
体
験
と
立
場
か
ら
す
る
と
、
宗
廟
祭
祀
に
確
固
た
る
原
理
が
導

入
さ
れ
、
第
二
尚
氏
王
統
の
継
承
に
異
例
の
事
態
が
生
じ
て
も
、
適
切
に
対
応
で
き

る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
十
分
な
意
義
を
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

第
二
章

久
米
村
方
へ
の
諮
問

こ
の
【
壱
三
―
五
】
咸
豊
七
年
己
未
九
月
の
僉
議
は
、
久
米
村
出
身
の
当
山
里
之

主
親
雲
上
が
将
来
し
た
唐
習
請
書
「
廟
制
求
教
」
上
下
【
壱
二
―
五
】（
本
稿
で
は
略
）

の
後
に
あ
り
、
当
山
里
之
主
親
雲
上
の
所
見
を
審
議
の
上
で
追
加
す
べ
き
こ
と
が
あ

れ
ば
、
上
申
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
、
そ
の
見
解
と
し
て
、
尚
温
王
・
尚
灝
王
と
尚
成
王
・

尚
育
王
を
同
じ
世
数
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
尚
泰
王
の
高
祖
父
は
尚
穆
王
、
曾
祖
父

は
世
子
尚
哲
に
あ
た
る
の
で
、
そ
の
四
親
祖
を
太
廟
だ
け
で
な
く
内
廟
（
寝
廟
）
で

も
同
様
に
祀
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
一
旦
廟
か
ら
出
し
た
神
主
を
戻
し
て
も

問
題
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
必
要
で
あ
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寝

廟
に
お
け
る
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
ま
で
の
神
位
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
祧
廟
に
あ
っ

て
太
廟
で
は
祀
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
寝
廟
も
同
様
で
あ
る
べ
き
こ
と
が
明
言
さ
れ

て
い
る
。

な
お
「
廟
制
求
教
」
の
問
答
で
は
、
神
主
と
神
位
の
違
い
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お

り
、
神
位
は
紫
禁
城
内
で
祖
先
を
偲
ぶ
奉
先
殿
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
、
寝
廟
は
宗
廟

の
一
部
を
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、奉
先
殿
の
類
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、

こ
こ
で
は
「
内
廟
」
と
し
て
お
り
特
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、〝
対
偶
偏
枯
〟

の
問
題
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
た
「
有
隔
坎
図
」「
無
隔
坎
図
」
に
つ
い
て
も
、
ど
れ

－ 5 －
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を
選
択
す
べ
き
か
言
及
し
て
い
な
い
。
円
覚
寺
龍
淵
殿
に
は
三
つ
の
祭
壇
が
あ
り
、

尚
円
を
百
世
不
祧
の
祖
と
す
る
太
廟
と
尚
円
王
の
父
尚
稷
と
尚
真
王
を
中
心
に
す
る

祧
廟
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
同
堂
異
室
の
制
に
準
じ
て
一
つ
に
統

合
す
る
こ
と
は
論
点
と
な
っ
て
い
な
い
。

な
お
、
こ
の
廟
議
の
前
後
に
造
作
が
加
え
ら
れ
て
い
る
寝
廟
で
も
空
間
的
な
制
約

が
あ
り

）
27
（

、
ど
ち
ら
に
も
隔
壁
の
あ
る
祭
壇
を
設
け
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
く
、
む

し
ろ
寝
廟
で
は
個
別
の
神
主
の
替
わ
り
に
合
名
の
「
屏
牌
」
が
仕
立
て
ら
れ
た
こ
と

も
推
測
さ
れ
る
。
首
里
城
内
の
寝
廟
で
は
、
当
然
な
が
ら
王
家
の
女
性
も
祭
祀
に
加

わ
る
が
、
王
妃
や
妻
妾
の
実
家
に
限
ら
ず
、
士
族
や
富
裕
層
で
は
お
そ
ら
く
ど
こ
で

も
『
四
本
堂
家
礼
』
が
図
示
す
る
よ
う
な
儒
式
の
神
主
で
は
な
く
漆
塗
り
の
位
牌
を

仕
立
て
て
先
祖
を
祀
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
も
し
神
位
を
札
と
し
て
入
れ
替
え

が
で
き
る
「
屏
牌
」
だ
っ
た
と
し
て
も
、
琉
球
の
習
俗
に
合
致
す
る
法
式
が
選
好
さ

れ
た
と
し
て
十
分
理
解
で
き
よ
う
。

御
廟
制
一
件
、
当
山
里
之
子
親
雲
上
於
唐
習
請
書
等
披
見
之
上
、
吟
味
を
以
何

分
申
上
与
被
仰
渡
趣
承
知
仕
、
い
つ
連れ

茂
寄
合
右
習
請
書
致
披
見
候
得
者
、
尚

温
様
・
尚
灝
様
者
御
一
世
、
尚
成
様
・
尚
育
様
者
御
一
世
与
算
ひ
上
左
候
而
、

尚
穆
様
者
御
高
祖
、
尚
哲
様
者
御
曾
祖
御
当
申
事
候
得
者
、
尚
穆
様
・
尚
哲
様

御
神
位
者
御
退
廟
為
被
遊
御
事
御
座
候
共
、
猶
又
御
入
廟
御
焼
香
被
遊
候
方
可

然
。

尚
真
様
御
以
来
尚
敬
様
迄
之
御
神
位
者
既
ニ
御
祧
廟
被
遊
候
上
、
御
間
柄
茂
御

違
御
座
候
付
而
者
、
今
更
於
御
内
廟
御
焼
香
不
被
遊
候
而
被
為
済
候
段
相
見
得

申
候
間
、
右
習
請
通
、
尚
穆
様
・
尚
哲
様
御
神
位
者
此
節
御
太
廟
并
御
内
廟
江

御
入
廟
御
座
配
茂
、
当
山
習
請
図
之
通
御
安
置
ニ
而
御
焼
香
被
遊
、
尚
真
様
御

以
来
尚
敬
様
迄
之
御
神
位
者
、
当
山
之
通
有
御
座
度
儀
与
吟
味
仕
、
此
段
申
上

候
。
乍

し
か
し

然
な
が
ら

何
分
ニ
茂
御
質
慮
次
第
被
仰
付
度
奉
存
候
。
以
上
。

巳
九
月

三
男

仲
本
通
事
親
雲
上

嫡
子

吉
里
通
事
親
雲
上

四
男

新
垣
通
事
親
雲
上

嫡
子

新
崎
里
之
子
親
雲
上

嫡
子

当
山
里
之
子
親
雲
上

屋

冨

祖

親
雲
上

嫡
子

上
原
里
之
子
親
雲
上

嫡
子

奥
間
里
之
子
親
雲
上

三
男

外
間
里
之
子
親
雲
上

嫡
子

登
川
里
之
子
親
雲
上

嫡
子

大
嶺
里
之
子
親
雲
上

阿

賀

嶺

親
雲
上

田

里

親
雲
上

有

銘

親
雲
上

阿

波

連

親
雲
上

瑞

慶

覧

親

方

国

吉

親

方

源

河

親

方

城

田

親

方

和

宇

慶

親

方

湖

城

親

方

次
に
連
署
人
に
つ
い
て
述
べ
る
。
二
一
名
中
、
通
事
親
雲
上
三
名

）
28
（

、
新
崎
里
之
子

親
雲
上

）
29
（

、
当
山
里
之
主
親
雲
上
（
阮
孝
銓
）

）
30
（

、
屋
冨
祖
親
雲
上

）
31
（

、
上
原
里
之
子
親
雲

上
）
32
（

、
奥
間
里
之
子
親
雲
上
、
外
間
里
之
子
親
雲
上

）
33
（

、
登
川
里
之
子
親
雲
上
、
大
嶺
里

之
子
親
雲
上

）
34
（

、
阿
賀
嶺
親
雲
上

）
35
（

、
田
里
親
雲
上

）
36
（

、
有
銘
親
雲
上

）
37
（

、
阿
波
連
親
雲
上
（
紅

邦
俊
）
な
ど

）
38
（

、
唐
名
が
不
明
で
も
経
歴
を
見
る
と
、
お
よ
そ
全
員
が
久
米
村
系
で
あ
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る
と
考
え
ら
れ
る
。
阿
賀
嶺
以
下
四
人
の
親
雲
上
は
知
行
持
ち
の
中
堅
層
な
の
だ
ろ

う
か
。
そ
の
多
く
の
者
が
尚
育
王
の
時
代
か
ら
通
事
や
異
国
大
夫
と
し
て
出
仕
し
、

中
国
へ
の
渡
航
歴
や
官
話
能
力
を
発
揮
し
て
那
覇
・
泊
あ
る
い
は
先
島
で
の
異
国
人

対
応
に
実
績
が
あ
っ
た
。

久
米
村
諸
大
夫
（
紫
金
大
夫
）
と
し
て
親
方
が
六
名
お
り
、
国
吉
親
方
は
咸
豊
元

年
（
一
八
五
一
）
没
の
三
司
官
向
良
弼
（
朝
章
）
で
は
な
く

）
39
（

、
咸
豊
三
年
以
降
、
毛

玉
麟
の
名
義
で
「
地
方
官
」
と
し
て
板
良
敷
親
雲
上
ら
と
異
国
人
対
応
に
あ
た
っ
た

毛
有
増
で
あ
ろ
う

）
40
（

。
源
河
親
方
の
唐
名
は
不
詳
で
あ
る
が
後
に
久
米
村
系
官
職
を
統

括
す
る
久
米
村
惣
役
に
就
任
し
て
い
る

）
41
（

。
一
八
五
三
年
六
月
六
日
、
通
事
板
良
敷
親

雲
上
の
諫
言
を
容
れ
、
礼
装
し
儀
仗
兵
を
伴
い
首
里
城
に
迫
る
ペ
リ
ー
提
督
一
行
を

門
前
払
い
せ
ず
饗
応
し
穏
便
に
済
ま
せ
た
立
役
者
で
あ
る
と
い
う

）
42
（

。
和
宇
慶
親
方

（
紅
裕
熙
）
は
尚
温
王
・
尚
灝
王
・
尚
育
王
三
代
に
わ
た
る
冊
封
の
大
典
に
携
わ
り
、

咸
豊
九
年
一
二
月
初
二
日
に
享
年
八
十
で
没
し
た
際
に
聞
得
大
君
・
佐
敷
按
司
加
那

志
・
野
嵩
按
司
加
那
志
（
尚
泰
の
母
）
か
ら
香
典
を
賜
る
な
ど
王
家
か
ら
厚
遇
さ
れ

て
い
る

）
43
（

。
湖
城
親
方
（
鄭
義
才
一
七
世
孫
の
鄭
元
偉
）
は
、道
光
元
年
（
一
八
二
一
）

か
ら
出
仕
し
同
二
〇
年
・
同
二
四
年
に
は
正
議
大
夫
と
し
て
進
貢
副
使
を
勤
め
、
同

二
二
年
に
は
儀
衛
正
と
し
て
薩
摩
に
上
国
し
て
い
る
。
そ
し
て
咸
豊
元
年
五
月
二
五

日
に
久
米
村
惣
役
（
総
理
唐
栄
司
）
に
任
ぜ
ら
れ

）
44
（

、
そ
れ
か
ら
「
地
方
官
」
と
し
て

少
な
く
と
も
同
六
年
ま
で
異
国
人
対
応
を
統
括
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

）
45
（

。
瑞
慶
覧

と
城
田
も
親
方
な
の
で
久
米
村
系
だ
と
紫
金
大
夫
な
の
だ
ろ
う
が

）
46
（

、
管
見
の
限
り
、

唐
名
も
経
歴
も
不
詳
で
あ
る
。
こ
の
僉
議
で
は
、
か
つ
て
久
米
村
出
身
の
再
学
が
漢

籍
を
持
ち
出
し
て
示
し
た
よ
う
な
異
論
異
説
に
よ
っ
て
議
論
が
生
じ
る
こ
と
は
な

く
）
47
（

、
譜
代
格
の
里
之
子
座
敷
だ
け
で
な
く
通
事
家
出
身
も
加
え
、
鄭
元
偉
や
和
宇
慶

親
方
の
よ
う
な
長
老
格
的
存
在
を
含
む
久
米
村
の
幅
広
い
層
に
よ
る
総
意
が
形
成
さ

れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
三
章

与
世
山
里
之
子
親
雲
上
ら
の
所
見

こ
の
【
壱
四
―
五
】
の
署
名
人
は
与
世
山
里
之
子
親
雲
上
（
も
と
安
仁
屋
里
之
子

親
雲
上
）
と
普
天
間
親
雲
上
の
み
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
尚
泰
即
位
前
後
の
道
光
年

間
に
お
け
る
廟
議
を
と
り
ま
と
め
た
者
で
あ
り
、
そ
の
際
の
見
解
と
大
き
く
変
わ
ら

な
い
。
巳
の
年
一
一
月
な
の
で
、
先
の
久
米
村
諸
大
夫
ら
の
合
意
を
受
け
て
首
里
側

で
再
確
認
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
普
天
間
親
雲
上
に
つ
い
て
は
よ

く
分
か
ら
な
い
が
、
知
行
持
ち
で
与
世
山
里
之
子
親
雲
上
よ
り
位
階
が
高
く
、
尚
泰

王
の
亡
兄
の
法
事
参
加
者
を
乳
母
な
ど
少
数
に
限
る
よ
う
評
定
所
に
申
し
入
れ
を

行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
察
す
る
と
向
姓
で
あ
ろ
う
か

）
48
（

。
与
世
山
里
之
子
親
雲
上
（
東

国
興
）
は
尚
育
王
が
派
遣
し
た
官
生
四
人
の
一
人
で
あ
り

）
49
（

、
帰
国
後
は
久
米
村
の
同

僚
と
共
に
異
国
人
対
応
に
も
従
事
し
た
が
、
中
国
の
廟
制
を
め
ぐ
る
論
点
に
精
通
し

て
お
り
、
当
初
か
ら
〝
兄
弟
同
昭
穆
説
〟
に
立
脚
し
て
い
た
。
そ
し
て
、『
春
秋
』

文
公
二
年
に
お
け
る
魯
の
大
廟
〝
逆
祀
〟
を
め
ぐ
る
微
言
大
義
を
説
き
、
そ
の
譏
り

を
避
け
る
た
め
に
も
、
尚
温
・
尚
成
と
尚
灝
・
尚
育
を
同
一
世
代
と
し
て
同
等
に
祀

る
こ
と
の
必
然
性
を
提
唱
し
て
い
た
。

尚
育
様
御
神
主
被
遊
御
入
廟
候
付
而
者
、
尚
哲
様
御
神
位
被
遊
御
退
廟
筈
御
座

候
得
共
、
尚
哲
様
御
儀
治
、
上
様
御
実
御
間
柄
御
曾
祖
父
ニ
而
御
座
候
処
、
被

遊
御
退
廟
可
相
済
哉
。
若
亦
被
遊
御
退
廟
候
而
不
相
済
訳
有
之
候
ハ
ヽ
、
尚
穆

様
ニ
茂
御
実
御
間
柄
御
高
祖
父
ニ
而
御
座
候
を
既
ニ
被
遊
御
祧
廟
候
処
、
何
様

被
召
行
可
然
哉
、

且
又
尚
真
様
御
以
来
之
御
神
位
、
御
寺
御
同
様
御
寝
廟
江
御
安
置
被
遊
御
祭
候

而
可
相
済
哉
、
旁

か
た
が
た

義
情
当
然
之
所
、
再
評
被
仰
渡
、
猶
又
諸
書
見
合
申
請
候
処
、

去
酉
年
、
吟
味
を
以
申
上
置
候
通
、
国
君
兄
弟
相
続
之
時
、
一
世
ニ
被
取
置
候

先
儒
之
説
、
又
者
大
唐
御
兄
弟
継
御
一
世
ニ
被
算
置
候
御
作
法
ニ
基
キ
、
尚
温

様
・
尚
灝
様
御
一
世
、
尚
成
様
・
尚
育
様
御
一
世
算
上
左
候
而
、
尚
穆
様
・
尚

哲
様
御
事
茂
御
実
御
間
柄
通
、
御
五
代
之
内
ニ
被
遊
御
算
、
御
寺
并
御
寝
廟
江

－ 7 －
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御
神
位
御
安
置
御
祭
祀
被
召
行
可
然
奉
存
、

且
又
尚
真
様
御
以
来
尚
敬
様
迄
之
御
神
位
茂
是
又
去
酉
年
吟
味
仕
申
上
置
候

通
、
御
寺
迄
ニ
而
被
御
遊
祭
祀
可
然
奉
存
候
。
当
山
里
之
子
親
雲
上
於
唐
之
習

受
諸
書
、
致
是
引
当
右
通
吟
味
仕
申
上
候
。

何
分
ニ
茂
御
質
慮
之
上
、
御
決
定
有
御
座
度
奉
存
候
。
以
上
。

巳
十
一
月

与
世
山
里
之
子
親
雲
上

普

天

間

親
雲
上

　

太
廟
に
つ
い
て
は
、
尚
円
王
を
除
く
現
国
王
の
四
親
祖
以
前
は
祧
廟
で
祀
れ
ば
よ

い
の
で
中
国
王
朝
の
公
式
的
な
原
理
導
入
に
対
し
て
迷
い
が
な
い
。
他
方
に
お
い

て
、
寝
廟
で
も
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
ま
で
の
国
王
王
妃
を
祀
り
た
い
と
い
う
聞
得
大

君
側
の
意
向
に
つ
い
て
は
、
首
里
系
の
立
場
を
反
映
し
て
か
、
道
光
二
九
年
己
酉

（
一
八
四
九
）
に
お
け
る
廟
議
と
同
じ
く
苦
慮
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
し

か
し
、
久
米
村
方
の
僉
議
結
果
に
異
論
を
夾
ま
ず
、
ひ
た
す
ら
当
山
里
之
子
親
雲
上

の
「
唐
の
習
受
諸
書
」
を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
お
り
、そ
れ
か
ら
察
す
る
と
、

昭
穆
観
念
に
基
づ
く
太
廟
と
祧
廟
の
祭
祀
対
象
の
基
準
の
統
一
が
廟
制
改
訂
の
要
諦

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
な
お
、
こ
こ
で
も
神
主
と
神
位
を
区
別

す
る
意
識
は
希
薄
で
あ
り
、〝
対
偶
偏
枯
〟
の
問
題
も
ほ
と
ん
ど
念
頭
に
な
い
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
魯
の
よ
う
な
諸
候
に
な
ぞ
ら
え
な
が
ら
も
、
太
廟
に

お
い
て
神
主
を
並
び
替
え
る
祫
祭
は
琉
球
で
は
無
縁
で
あ
っ
て
、
祭
壇
に
お
け
る
配

置
と
序
列
の
み
が
問
題
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

第
四
章
　「
覚
」
の
作
成

　

本
章
で
取
り
上
げ
る
【
壱
五
―
五
】
は
、
咸
豊
七
年
九
月
の
久
米
村
系
主
体
の
僉

議
を
受
け
て
、
同
じ
月
に
作
成
さ
れ
た
「
覚
」
で
あ
り
、
署
名
人
は
板
良
敷
親
雲
上
・

安
村
里
之
子
親
雲
上
・
小
那
覇
親
雲
上
・
我
如
古
里
之
子
親
雲
上
・
謝
花
親
雲
上
の

五
名
。
こ
の
板
良
敷
親
雲
上
は
大
湾
親
雲
上
（
咸
豊
五
年
に
板
良
敷
親
雲
上
か
ら
改

称
。
の
ち
の
牧
志
親
雲
上
）
と
は
明
ら
か
に
別
人
で
あ
っ
て
、
尚
泰
王
元
服
の
儀
に

双
紙
庫
理
の
属
僚
の
下
庫
理
当
と
し
て
参
与
し
て
い
る

）
50
（

。
咸
豊
八
・
九
年
に
安
村
里

之
子
親
雲
上
は
製
薬
法
の
伝
授
で
薩
摩
と
交
渉
が
あ
り

）
51
（

、
久
場
川
村
嫡
子
で
首
里
系

の
我
如
古
里
之
子
親
雲
上
は
咸
豊
二
年
（
一
八
五
二
）
に
起
こ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・
バ

ウ
ン
号
事
件
生
存
者
の
送
還
船
の
脇
筆
者
や
同
六
年
の
渡
名
喜
親
方
上
国
の
与
力
を

務
め
、
仏
人
対
応
で
は
御
当
地
俗ぞ

く

文ぶ
ん

教
方
を
宮
平
親
方
か
ら
命
じ
ら
れ
た
者
だ
っ
た

と
み
ら
れ
る

）
52
（

。
小
那
覇
親
雲
上
と
謝
花
親
雲
上
に
つ
い
て
は
手
が
か
り
を
見
出
せ
な

い
け
れ
ど
も
、
次
に
見
る
よ
う
に
経
書
の
素
養
が
あ
り
、
た
だ
「
唐
習
請
書
」
を
反

芻
す
る
の
で
な
く
補
強
し
て
い
る
。
こ
の
五
名
は
お
よ
そ
意
思
決
定
に
参
与
す
る
高

位
の
役
人
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
僉
議
に
供
せ
ら
れ
た
文
献
や
文
書
を

整
理
し
つ
つ
長
文
に
及
ぶ
「
覚
」
を
作
成
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

冒
頭
で
は
、
道
光
年
間
に
お
け
る
久
米
村
方
と
首
里
方
（
与
世
山
・
普
天
間
）
の

所
見
を
受
け
て
、
二
つ
の
論
点
す
な
わ
ち
尚
穆
・
尚
哲
を
再
度
太
廟
に
祀
る
こ
と
の

当
否
と
寝
廟
で
も
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
ま
で
を
祀
る
こ
と
に
つ
い
て
、
尚
泰
王
に
裁

決
を
仰
ぐ
ま
で
の
間
に
再
検
討
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
を
述
べ
る
。
そ

の
上
で
彼
ら
の
見
解
と
判
断
の
根
拠
が
二
ヶ
条
で
記
さ
れ
て
い
る
。
第
一
条
で
は
、

魯
の
文
公
が
父
僖
公
の
先
君
で
叔
父
の
閔
公
を
僖
公
の
下
座
に
し
た
こ
と
で
不
知
と

譏
ら
れ
て
い
る
、『
春
秋
』
文
公
二
年
に
お
け
る
〝
逆
祀
〟
に
つ
い
て
説
く
。
三
伝

以
外
に
宋
・
胡
安
国
の
『
春
秋
伝
』
も
吟
味
す
る
康
熙
三
八
年
奉
勅
撰
『
欽
定
春
秋

伝
説
彙
纂
』
巻
一
七
に
拠
り
（
乾
隆
帝
期
の
奉
勅
撰
『
御
纂
春
秋
直
解
』『
日
講
春

秋
解
義
』
で
は
な
い
）、
君
臣
関
係
を
乱
し
た
と
直
言
す
る
公
羊
・
穀
梁
・
胡
伝
で

は
な
く
、
昭
穆
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
北
宋
官
僚
孫そ

ん

抃べ
ん

の
言
説
を
介
し
、「
子

雖
斉
聖
、
不
先
父
食
」
と
い
う
即
位
の
序
列
よ
り
父
子
関
係
を
重
視
し
て
い
る
よ
う

に
受
け
取
れ
る
伝
文
に
関
す
る
左
伝
注
疏
の
杜
預
・
孔
穎
達
に
結
び
つ
け
て
い
る

）
53
（

。

左
伝
注
疏
は
「
逆
祀
」
を
昭
穆
の
原
理
に
な
ぞ
ら
え
て
批
判
し
て
い
る
。『
欽
定
春

－ 8 －
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秋
伝
説
彙
纂
』
の
集
説
で
は
東
晋
と
唐
宋
の
廟
議
も
踏
ま
え
て
兄
弟
同
昭
穆
説
を
是

と
し
て
い
る
の
で
典
拠
と
し
て
妥
当
と
い
え
る
。
そ
し
て
馬
端
臨
の
『
文
献
通
考
』

や
『
旧
唐
書
』
な
ど
歴
代
の
礼
制
を
掲
載
す
る
正
史
類
、
さ
ら
に
『
朱
子
家
礼
』
と

い
っ
た
中
国
の
諸
典
籍
を
挙
げ
、
故
事
や
原
理
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ

て
い
る
再
学
の
所
見
と
は
、
久
米
村
の
紫
金
大
夫
も
加
わ
っ
た
当
年
九
月
の
も
の
で

は
な
く
、
道
光
二
九
年
（
一
八
四
九
）
の
廟
議
に
お
け
る
再
学
の
阿
波
根
里
之
子
親

雲
上
・
長
田
里
之
子
親
雲
上
・
村
山
里
之
子
親
雲
上
・
屋
宜
親
雲
上
の
見
解
で
あ
ろ
う
。

再
学
の
屋
宜
親
雲
上
ら
四
名
は
『
礼
記
』
曲
礼
な
ど
を
根
拠
に
一
度
廃
し
た
祭
祀

を
復
活
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
て
い
た
（
尚
家
文
書
第
二
四
号
「
御
廟

制
諸
書
抜
書
并
吟
味
書
」）。
こ
れ
は
昭
穆
の
観
点
か
ら
太
廟
に
復
帰
さ
せ
る
と
い
う

第
一
の
論
点
を
確
定
す
る
上
で
看
過
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
退
け
る
に
は
当

山
里
之
主
親
雲
上
の
「
唐
習
請
書
」
を
掲
げ
た
だ
け
で
は
不
十
分
だ
と
判
断
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
建
立
し
て
ほ
ど
な
く
焼
失
し
た
魯
の
武
宮
・
煬
宮
の
類
の
ご

と
く

）
54
（

、『
春
秋
』
で
孔
子
が
祀
る
べ
き
で
な
い
と
し
た
、
遠
く
て
格
別
の
功
績
の
な

い
先
祖
の
た
め
の
廟
が
不
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
廟
制
求
教
」
で
は

北
宋
・
陳
祥
道
の
『
礼
書
』
が
引
用
さ
れ
て
い
た

）
55
（

。
こ
れ
は
『
礼
記
』
祭
法
に
依
拠

し
て
お
り
、
遠
い
祖
先
に
つ
い
て
は
「
鬼
」
と
し
て
宗
廟
に
お
け
る
大
祭
例
祭
の
対

象
か
ら
外
れ
、
壇
・
墠
と
い
う
即
席
の
場
で
の
臨
時
的
な
祭
祀
に
移
行
す
る
と
説
く

（【
図
１
】【
図
２
】
参
照
）。
天
子
で
さ
え
遠
い
祖
先
の
祭
祀
を
簡
略
に
し
止
め
て

い
く
こ
と
が
礼
の
原
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
諸
侯
に
準
じ
て
礼
を
制
度
化
し
よ
う
と
す

る
琉
球
で
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
論
理
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
れ
に
拘
泥
す
る
あ
ま
り
、
諸
侯
五
廟
の
制
約
下
で
即
位
の
序
列
で
祭
祀
を

行
う
と
、
高
祖
父
ま
で
祀
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
明
代
以
降
の
中
国
の
「
庶
人
」

に
も
及
ば
な
い
事
態
が
起
こ
り

）
56
（

、
そ
れ
は
到
底
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
四
親

祖
を
常
に
祀
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
す
る
。
こ
れ
も
ま
た
中
国
的
な
礼
と
孝

道
の
論
理
に
立
脚
し
て
い
る
。

覚尚
育
様
御
神
位
就
被
為
遊
御
入
廟
候
。
尚
穆
様
・
尚
哲
様
御
神
位
被
為
遊
御
退

廟
候
処
、
尚
穆
様
江
者
従
上
様
御
実
御
間
柄
御
高
祖
父
、
尚
哲
様
者
御
曾
祖
父

之
御
事
ニ
而
御
座
候
処
、
御
焼
香
不
被
遊
候
而
者
御
情
意
難
被
為
黙
止
御
事
御

【図１】 壇（陳祥道『礼書』巻68）

出典：文淵閣『四庫全書』

【図２】 墠（陳祥道『礼書』巻68）
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座
候
間
、
何
様
被
召
行
御
義
情
全
可
被
為
叶
哉
、

且
又
尚
真
様
御
以
来
御
五
代
御
先
之
御
神
位
、
御
寝
廟
江
御
安
置
御
祭
礼
被
召

行
相
続
可
申
哉
、
先
年
、
久
米
村
諸
大
夫
并
与
世
山
里
之
子
親
雲
上
・
普
天
間

親
雲
上
、
時
之
再
学
人
数
江
茂
吟
味
被
仰
付
、
各
諸
書
抜
書
を
以
申
出
有
之
、

猶
更
先
年
渡
唐
之
北
京
大
通
事
当
山
里
之
子
親
雲
上
、
於
唐
右
両
様
之
訳
依
仰

習
請
来
候
処
、
未
何
分
不
被
遊
御
治
定
候
間
、
私
共
ニ
茂
諸
書
見
合
吟
味
を
以

可
申
上
旨
、
各
申
出
之
書
面
御
取
添
被
仰
渡
趣
承
知
仕
候
。

一

王
統
御
相
続
之
儀
於
唐
茂
御
兄
弟
御
継
目
之
御
例
格
者
段
々
有
之
事
御
座
候
。

其
子
細
者
魯
之
僖
公
者
、
閔
公
之
御
庶
兄
可
為
を
閔
公
御
太
子
無
御
座
候
付
、

僖
公
御
跡
被
為
継
僖
公
就
薨こ

う

御ぎ
ょ

、
御
子
文
公
大
廟
御
祫
祭
之
時
、
僖
公
者
御
兄

迚と
て

閔
公
之
上
江
被
遊
御
座
候
付
、
欽
定
春
秋
、
大
廟
ニ
事
阿あ

り
て
僖
公
を
躋

の
ぼ
す

与

被
記
置
候
を
先
儒
段
々
見
付
習
為
有
之
事
候
得
者
、
左
伝
者
、
僖
公
を
躋
者
逆

祀
也
、
子
者
雖
為
斉
聖
父
ニ
先さ

き

達
而
不
食
与
有
之
、
公
羊
・
穀
梁
・
胡
伝
者
、

閔
公
者
主
君
僖
公
者
為
臣
、
臣
子
者
一
例
ニ
而
猶
子
之
父
ニ
不
先
立
与
被
示
置

事
御
座
候
然
処
、
孫
氏
□

（
抃
）

者
世
与
昭
穆
与
者
父
子
之
正
を
申
候
、
昭
穆
同
断
世

を
以
不
可
算
与
、
杜
預
者
、
閔
公
・
僖
公
者
父
子
与
申
候
筋
ニ
而
考
無
之
、
為

臣
時
者
僖
公
之
神
位
者
閔
公
之
末
ニ
可
置
之
非
、
閔
公
之
上
ニ
被
成
置
候
儀
逆

祀
与
被
申
置
、
孔
穎
達
其
説
を
詳
尓に

し
て
兄
弟
相
代
昭
穆
を
変
シ
候
而
者
、
若

兄
弟
四
人
有
之
候
得
者
、
祖
父
廟
者
毀
ニ
従
ふ
礼
之
非
丹に

然
、
其
外
諸
説
并
同

案
文
献
通
考
・
二
十
一
史
等
ニ
茂
御
兄
弟
者
、
諸
父
子
ニ
不
可
取
与
殷
之
旧
例

を
茂
引
委
細
被
示
置
、
殊こ

と

ニ
欽
定
者
乾
隆
皇
帝
様
御
直じ

か

ニ
為
被
遊
御
撰
由
、
致

是
を
以
相
考
候
得
者
、
当
山
里
之
子
親
雲
上
於
唐
習
之
訳
、
久
米
村
諸
大
夫
并

与
世
山
里
之
子
親
雲
上
・
普
天
間
親
雲
上
各
一
決
ニ
而
吟
味
之
趣
、
私
共
ニ
茂

同
意
存
申
候
間
、
尚
温
様
・
尚
灝
様
者
御
一
世
、
尚
成
様
・
尚
育
様
者
御
一
世

ニ
被
遊
御
算
、
於
御
廟
御
神
位
被
為
遊
御
座
候
御
次
第
之
儀
茂
当
山
里
之
子
親

雲
上
習
受
図
之
通
、
尚
温
様
・
尚
灝
様
者
御
左
、
尚
成
様
・
尚
育
様
者
御
右
江

被
遊
御
配
列
候
得
者
、
僖
公
を
躋
之
嫌
茂
無
之
儀
与
存
当
申
候
、
弥

い
よ
い
よ

其
通
算

上
可
申
儀
茂
御
座
候
ハ
ヽ
、
上
様
与よ

里り

者
尚
穆
様
者
御
高
祖
父
、
尚
哲
様
者
御

曾
祖
父
之
御
間
柄
迚と

て

、
被
為
遊
御
祧
廟
候
儀
を
今
更
御
入
廟
之
方
ニ
茂
可
有
御

座
哉
、
是
又
申
請
候
処
、

唐
書
ニ
も
武
宗
皇
帝
被
遊
崩
御
候
付
、
徳
宗
皇
帝
御
退
廟
之
筈
候
処
、
於
御
世

次
者
被
為
成
御
高
祖
候
付
、
礼
官
始
而
其
非
を
覚
へ
兄
弟
者
不
可
後
与
之
吟
味

有
之
、
又ま

た

候ぞ
ろ

代
宗
皇
帝
を
御
大
廟
ニ
而
被
奉
崇
敬
候
由
、
晋
宋
之
世
ニ
茂
其
例

格
段
々
有
之
候
筋
ニ
相
見
得
申
候
間
、
尚
穆
様
・
尚
哲
様
茂
右
之
御
旧
例
ニ
被

準
、
御
大
廟
并
御
寝
廟
ニ
而
御
祭
祀
被
為
遊
御
執
行
候
方
可
然
儀
与
奉
存
候
、

且
再
学
申
出
ニ
、
為
廃
祭
者
不
挙
与
曲
礼
ニ
相
見
得
候
迚と

て

、
重
而
難
被
為
遊
御

入
廟
与
之
由
候
処
、
為
廃
祭
者
不
挙
与
申
者
五
服
相
迦は

ず
れ、

既
ニ
毀
之
廟
、
魯
之

武
宮
・
煬
宮
之
類
者
又
不
可
祭
与
之
意
味
ニ
而
、
尚
穆
様
御
事
者
未
五
服
御

迦は
ず
れ

不
申
、
一
往
被
為
遊
御
退
廟
御
事
候
得
者
、
廃す

た
る
祭
を
挙
候
趣
意
与
者

儀
情
相
替
可
申
哉
、
往
史
従
宜
、
家
礼
ニ
茂
高
祖
者
服
阿あ

り
不
祭
者
甚
非ヒ

与
相

見
得
候
所
与よ

里り

、
明
之
成
化
年
間
、
唐
官
人
衆
四
世
相
祭
、
且
嘉
靖
年
間
以
来
、

庶
人
皆
高
祖
相
祭
申
事
御
座
候
、
然
ニ
御
当
国
之
儀
者
、
諸
侯
之
御
分
格
を
以
、

御
五
代
ニ
限
被
為
遊

〔
在
〕

御
祭
祀
御
事
ニ
而
者
、
御
高
祖
之
被
為
欠
御
祭
祀
候
筋
ニ

成
立
、
却
而
唐
庶
人
之
様
ニ
茂
御
祭
全
備
不
仕
次
第
ニ
而
、
乍

お
そ
れ

恐
な
が
ら

御
香
儀
向

之
御
本
意
ニ
茂
被
為
叶
間
敷
哉
ニ
相
見
得
申
候
間
、
前
文
申
上
候
通
、
御
両
所

様
重
而
御
入
廟
被
為
立
御
祭
祀
度
与
評
義
仕
候
。

一

尚
真
様
御
以
来
、
御
五
代
御
先
之
御
神
位
御
寝
廟
江
被
為
御
座
候
而
茂
相
済
可

申
哉
、
是
又
申
請
候
処
、
右
当
山
大
唐
之
習
ニ
茂
往
古
者
廟
を
前
尓に

し
て
寝
を

後
尓に

春す

、
廟
者
神
意
を
安

や
す
ん

し
、
寝
は
衣
冠
を
蔵
シ
、
月
尓に

は
廟
尓に

祭
り
、
四
時

尓に

は
新
物
を
寝
尓に

薦
、
寝
廟
者
無
統
、
其
世
を
次つ

ぐ

者
、
大
廟
ニ
準
而
高
・
曾
・

祖
・
禰
之
四
親
を
祭
候
筋
ニ
相
見
得
、
且
唐
太
宗
皇
帝
内
寝
ニ
御
神
主
被
留
置

御
在
世
之
様
、
御
孝
道
を
被
為
有
之
度
与
之
思
召
不
可
然
与
群
臣
為
諫
上
由
、
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右
与
世
山
申
出
ニ
茂
五
礼
通
考
を
引
、
天
子
之
廟
者
七
ツ
ニ
不
可
益
、
亦
不
可

損
、
往
ニ
親
尽つ

き

て
迭
毀

こ
ぼ
つ

者
、
親
疎
殺
て
終
阿あ

留る

を
示
と
有
之
由
、
右
外
ニ
茂

諸
書
見
合
候
得
者
、
欽
定
春
秋
ニ
成
公
六
年
二
月
辛
巳
、
武
宮
を
立た

つ

る
と
有
之
。

胡
伝
ニ
武
宮
者
武
公
宮
也
、
武
宮
を
立
ハ
非
礼
也
、
武
公
ハ
成
公
十
一
世
之
祖

ニ
而
、
其
宮
立
候
儀
不
可
然
与
有
之
、
乍
其
上
、
定
公
元
年
、
煬
宮
を
為
立
茂

同
断
、
亦
通
鑑
綱
目
ニ
茂
唐
武
宗
会
昌
六
年
六
月
、
大
廟
を
定
而
九
代
十
一
室

与
成
、
夫
故
諸
法
ニ
廟
者
有
定
制
、
三
昭
三
穆
太
祖
之
廟
与
七
ニ
不
可
増
、
其

上
ニ
増
候
ハ
ヽ
非
也
、
依
夫
定
と
書
者
深
譏
与
有
之
、
旁

か
た
が
た

以
も
つ
て

評
義
相
加
候
得

者
、従
尚
真
様
尚
敬
様
迄
之
御
神
位
者
、五
服
御
迦は

ず
れ、往

年
被
為
遊
御
退
廟
候
付
、

今
更
御
寝
廟
ニ
而
被
為
遊
御
祭
祀
候
而
者
、
先
御
代
之
御
作
法
与
茂
相
替
、
且

御
寝
廟
者
基
大
廟
迄
〔
ニ
而
〕、
御
孝
誠
御
不
足
ニ
被
思
召
上
御
建
立
被
為
立

御
事
御
座
候
処
、御
五
代
御
先
之
御
神
位
茂
御
寝
廟
ニ
而
被
遊
御
祭
祀
候
ハ
ヽ
、

御
大
廟
御
内
廟
御
同
様
相
成
、
御
親
疎
之
分
不
相
見
得
、
古
人
宗
廟
を
被
重
之

意
ニ
茂
不
被
為
叶
、
旁
以
如
何
之
儀
与
奉
存
候
。
尤
久
米
村
方
与よ

里り

者
、
大
明

会
典
ニ
御
七
代
先
之
御
神
位
御
祧
廟
成
を
以
、
奉
先
殿
之
内
徳
祖
暖
閣
江
被
遊

御
座
候
往
例
を
以
、
御
五
代
御
先
之
御
神
位
茂
御
寺
御
同
様
被
為
成
御
焼
香
可

宜
与
申
出
之
趣
有
之
候
処
、
王
号
諸
侯
之
御
分
格
を
以
、
天
朝
之
御
仕
置
ニ
難

被
奉
應
様
与
奉
恐
多
候
上
、
虞
夏
商
周
三
代
之
作
法
ニ
茂
無
之
由
候
間
、
前
文

通
当
山
・
与
世
山
申
出
之
趣
被
遊
御
許
容
、
御
五
代
御
先
之
御
神
位
者
当
分
通
、

御
寺
ニ
而
御
祭
祀
被
召
行
候
而
茂
何
様
之
御
香
儀
向
御
不
足
ニ
者
有
御
座
間
敷

与
存
当
申
候
。
右
両
条
私
共
吟
味
を
以
申
上
候
間
、
御
賢
慮
之
上
、
何
分
被
遊

御
治
定
被
下
度
奉
存
候
。
以
上
。

　
　
附
、
別
紙
諸
書
抜
書
取
添
差
上
申
候
。

巳
九
月

板

良

敷

親
雲
上

安

村
里
之
子
親
雲
上

小

那

覇

親
雲
上

我
如
古
里
之
子
親
雲
上

謝

花

親
雲
上

さ
ら
に
第
二
条
で
は
、
秦
惠
田
（
撰
）『
五
礼
通
考
』
や
朱
熹
の
『
資
治
通
鑑
綱

目
』
を
取
り
上
げ
、
天
子
七
廟
で
あ
っ
た
は
ず
の
太
廟
が
九
廟
と
な
り
同
堂
異
室
で

九
つ
以
上
の
廟
室
に
神
主
を
奉
安
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る
。
太
祖
か
ら
見
て
同
一
世
数
で
あ
れ
ば
、
兄
弟
で
一
廟
を
分
割
し
て
廟
室
を
増
や

し
て
も
三
昭
三
穆
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
と
高
祖
父
以
前
の

先
祖
を
太
廟
で
祀
る
こ
と
と
は
全
く
別
の
問
題
で
あ
る
。
宋
朝
の
場
合
、
格
別
の
功

績
が
あ
る
と
し
て
仁
宗
や
高
宗
の
よ
う
に
百
世
不
祧
と
し
て
永
遠
に
祀
る
対
象
に
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
本
条
で
は
尚
円
王
の
み
が
百
世
不
祧
の
祖
先
で
あ
っ
て
、
尚

泰
王
の
五
世
祖
に
あ
た
る
尚
敬
王
か
ら
尚
真
王
も
含
め
て
祧
廟
で
祀
る
べ
き
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い
る
。
久
米
村
方
が
示
し
た
『
大
明
会
典
』
に
よ
り
、
奉
先
殿
で
も
太

祖
洪
武
帝
と
成
祖
永
楽
帝
を
除
く
六
世
以
前
の
皇
帝
皇
后
の
神
位
が
後
背
の
暖
閣
に

移
さ
れ
た
事
例
を
挙
げ
、
寝
廟
で
も
尚
真
王
か
ら
尚
敬
王
と
そ
の
妃
を
祀
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
『
明
史
』
礼
志
に
よ
り
補
足
す
る
と
、
太
祖
は
自
己
の
高
祖
父
高
祖
母
か

ら
亡
父
母
ま
で
を
皇
帝
皇
后
に
追
号
し
て
太
廟
に
て
祀
っ
た
。
廟
号
は
徳
祖
・
懿
祖
・

熙
祖
・
仁
祖
。
し
か
し
、
後
の
皇
帝
に
と
っ
て
は
四
親
祖
の
間
柄
で
は
な
い
の
で
、

太
廟
で
も
奉
先
殿
で
も
太
祖
以
前
の
先
祖
は
歴
代
皇
帝
の
よ
う
に
は
祀
ら
ず
、
祫
祭

の
時
以
外
は
別
室
に
神
主
が
安
置
さ
れ
て
お
り
、
祭
祀
を
行
う
太
廟
、
神
主
を
奉
安

す
る
寝
殿
の
背
後
に
祧
廟
を
設
け
て
い
た
。【
図
３
】
は
万
暦
帝
を
祭
主
と
し
た
も

の
で
、
寝
殿
に
神
主
を
安
置
す
る
部
屋
（
廟
）
が
あ
る
。
洪
熙
帝
（
仁
宗
）
と
宣
徳

帝
（
宣
宗
）
が
太
祖
四
親
祖
の
左
右
に
移
さ
れ
て
お
り
、
太
祖
・
成
祖
を
不
動
の
軸

と
し
て
世
数
ご
と
に
左
右
に
配
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
穆
が
同
じ
武
宗
と
従
弟
の
世
宗

も
左
右
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
正
徳
帝
（
武
宗
）
の
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頓
死
後
に
即
位
し
た
嘉
靖
帝
（
世

宗
）が
廟
議
の
大
勢
を
制
し
て「
皇

叔
父
」
で
な
く
「
皇
考
」
と
呼
ば

せ
た
実
父
の
興
献
王
朱
祐
杬
が
睿

宗
と
し
て
入
廟
し
て
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
父
子
ご
と
に
並
べ
子
を
外

側
に
配
す
る
こ
と
よ
っ
て
、
孝
宗

（
昭
）・
武
宗
（
穆
）、睿
宗
（
昭
）・

世
宗
（
穆
）
に
な
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、天
啓
帝
の
時
、

神
宗
（
万
暦
帝
）
と
父
光
宗
の
入

廟
に
と
も
な
い
英
宗
・
憲
宗
が
祧

廟
に
移
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
憲
宗
よ
り
先
に
睿
宗
を
太
廟
か
ら
移
す
と

い
う
主
張
が
上
奏
さ
れ
る
も
却
下
さ
れ
、
宋
朝
に
則
り
同
じ
世
数
な
ら
同
じ
昭
穆
と

す
る
原
則
が
確
認
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
弟
の
崇
禎
帝
の
代
で
明
朝
は
滅

び
た
の
で
、
孝
宗
・
睿
宗
と
武
宗
・
世
宗
が
同
時
に
移
さ
れ
た
の
か
知
る
由
は
無
く
、

琉
球
側
と
し
て
は
、
先
例
と
し
て
徴
し
え
な
い
。

琉
球
で
も
尚
泰
王
の
子
の
世
代
か
ら
は
、
尚
穆
王
・
世
子
尚
哲
は
「
親
尽
き
」「
廟

は
毀
つ
」
扱
い
と
な
り
、
世
代
が
交
替
す
る
た
び
に
祧
廟
に
移
さ
れ
、
尚
温
王
・
尚

灝
王
そ
し
て
尚
成
王
・
尚
育
王
は
同
時
に
移
り
、
い
ず
れ
尚
泰
王
の
家
統
に
収
斂
さ

れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
神
主
も
ま
た
円
覚
寺
龍
淵
殿
（【
図
４
】
参
照
）
に
お
け
る

太
廟
か
ら
祧
廟
の
祭
壇
に
移
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
王
妃
に
つ
い
て
は
、
皇
帝

の
両
側
に
皇
后
と
皇
帝
生
母
を
祔
享
さ
せ
る
清
朝
と
異
な
り
、
別
々
に
天
王
寺
・
天

界
寺
で
祀
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
も
全
て
の
王
妃
の
神
主
を
同
じ
祭
壇
で
祀
る
わ
け

に
は
い
か
ず
、
何
ら
か
の
対
応
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点

に
つ
い
て
若
干
所
見
を
示
し
て
お
き
た
い
。

尚
敬
王
の
時
期
に
は
、
崇
元
寺
先
王
廟
を
歴
代
中
山
王
を
祀
る
「
国
廟
」
と
位
置

づ
け
、
円
覚
寺
・
天
王
寺
・
天
界
寺
を
第
二
尚
氏
王
家
の
御
廟
所
と
す
る
役
割
と
祭

祀
対
象
が
明
確
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
円
覚
寺
境
内
の
太
廟
・
祧
廟
で
は
一
位
一

神
主
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が

）
57
（

、
天
王
寺
・
天
界
寺
で
は
神
主
を
安
置
す
る
祭

壇
（
神
龕
）
が
狭
い
の
で
連
名
の
位
牌
に
改
装
さ
れ
た
と
い
う
。

天
王
寺
竝
び
に
天
界
寺
の
内
に
奉
安
せ
る
先
王
及
び
妃
竝
び
に
太
子
及
び
妃
の

神
主
等
、
近
年
に
至
り
て
は
神
龕
窄
狭
に
し
て
、
以
て
安
置
し
難
し
。
是
に
由

り
其
の
神
位
を
改
め
始
め
て
屏
主
と
為
す
。『
球
陽
』
巻
一
〇
、
尚
敬
王
一
三

年
（
一
七
二
五
）「
天
王
廟
天
界
廟
内
神
主
改
以
屏
位
」

こ
こ
で
い
う
「
先
王
及
び
妃
」
は
尚
寧
王
の
実
父
尚
懿
・
尚
豊
王
の
実
父
尚
久
両

夫
妻
、「
太
子
」
は
尚
寧
王
の
も
と
世
子
尚
恭
、
尚
豊
王
の
も
と
世
子
尚
文
の
両
夫

妻
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
王
妃
以
外
の
妻
妾
や
未
婚
在
家
の
王
女
や
夭
折
し
て
家
統
を

立
て
ら
れ
な
か
っ
た
も
と
世
子
・
王
子
を
祀
る
天
界
寺
は
と
も
か
く
、
こ
の
廟
制
改

訂
に
伴
い
、
天
王
寺
に
お
い
て
従
来
の
「
屏
主
」
つ
ま
り
総
牌
・
屏
牌
の
類
を
太
廟

【図４】「円覚寺平面図（1924）」

（伊東忠太『琉球―建築文化―』東峰書房、1942年）

【図３】「太廟総図（一部）」（『大明会典』巻八六）
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と
同
様
に
神
主
に
変
更
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
作
り
直
し
た
の
か
、
詳
細
は
不
明
で

あ
る
。
も
と
よ
り
太
廟
・
祧
廟
の
よ
う
な
区
別
は
な
く
、
現
在
普
及
し
て
い
る
イ
ハ

イ
（
位
牌
）・
ト
ー
ト
ー
メ
ー
（
尊
尊
前
）
か
ら
類
推
す
る
と
、
位
牌
の
側
か
ら
見

て
左
か
ら
右
へ
と
札
を
加
え
て
い
く
法
式
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
古
い
世
代

を
祀
る
別
の
位
牌
が
存
在
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
可
能
性
を
挙

げ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

第
五
章

廟
制
改
訂
に
と
も
な
う
祭
礼
の
提
起

尚
家
文
書
第
四
四
七
号
「
咸
豊
八
年
よ
り
同
治
元
年
迄

僉
議
」
の
「
三
」
も
廟

制
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
行
間
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
、
咸
豊
八
年
二

月
の
僉
議
結
果
を
三
月
一
日
に
摂
政
・
三
司
官
が
守
役
冨
里
親
雲
上
に
報
告
し
て
受

理
さ
れ
、
こ
れ
が
国
王
の
承
諾
を
得
た
と
い
う
経
過
が
書
き
足
さ
れ
て
い
る
。
受
理

し
た
際
に
副
本
が
作
成
さ
れ
「
御
印
判
」
が
押
さ
れ
た
と
い
う
の
で
、
提
出
し
た
文

書
に
は
「
法
司
之
印
」
の
黒
印
が
あ
り
、
さ
ら
に
辞
令
書
や
家
譜
に
見
ら
れ
る
「
首

里
之
印
」
の
よ
う
な
国
王
の
朱
方
印
が
押
印
さ
れ
て
い
た
の
か
知
り
た
い
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
本
資
料
は
原
本
で
は
な
い
の
で
か
な
わ
な
い
。

本
文
午
三
月
朔
日
、
大
里
王
子
・
池
城
親
方
・
小
禄
親
方
御
前
参
上
、
此
吟
味

通
被
仰
付
度
、
奉
伺
候
処
、
御
取
置
相
成
。
同
三
月
に
者
弥
十
五
人
吟
味
通
被

仰
付
候
段
、
御
守
役
冨
里
親
雲
上
を
以
、
御
意
被
成
下
候
事
。

附
、
本
紙
者
御
取
置
相
成
候
付
、
写
取
さ
せ
御
印
押
候
也
。

こ
の
僉
議
の
結
果
と
し
て
、
五
ヶ
条
が
記
さ
れ
て
い
る
。
第
一
条
で
は
、
尚
穆
王
・

世
子
尚
哲
両
夫
妻
の
神
主
・
神
位
が
戻
る
こ
と
に
伴
い
、
一
五
人
の
出
家
（
僧
侶
）

を
導
師
と
し
て
王
家
の
人
々
と
三
司
官
が
参
列
す
る
「
御
撥
遣
御
開
眼
」
の
儀
式
を

挙
行
す
べ
き
こ
と
を
上
申
す
る
。
夭
折
し
た
尚
成
王
に
王
妃
は
お
ら
ず
、
こ
の
時
点

で
は
佐
敷
按
司
加
那
志
（
尚
育
王
の
王
妃
）
が
健
在
な
の
で
、
各
神
主
・
神
位
に
供

物
を
捧
げ
る
盤
台
は
一
二
基
と
な
る
。「
御
女
君
」
は
王
の
母
だ
け
で
な
く
伯
祖
母

の
聞
得
大
君
も
想
定
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。「
王
子
衆
」
以
下
は
尚
灝
王
の
子
女
を

指
し
、
円
覚
寺
・
天
王
寺
の
廟
所
で
焼
香
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
大
勢
が

参
拝
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
前
日
に
は
三
司
官
が
告
祭
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
将

来
の
こ
と
と
し
て
は
、
神
主
を
祧
廟
と
す
る
際
、
そ
の
神
主
だ
け
で
な
く
全
て
の
神

主
に
告
げ
る
こ
と
も
周
知
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。
御
退
廟
（
祧
廟
）
の
際
に
は
、
円

覚
寺
龍
淵
殿
の
内
部
に
太
廟
と
祧
廟
の
祭
壇
が
あ
る
の
で
、
祭
壇
か
ら
祭
壇
へ
神
主

を
移
動
す
る
だ
け
で
済
ん
だ
は
ず
で
あ
り
、
も
し
同
一
世
代
な
ら
廟
を
毀
ち
―
そ
れ

ぞ
れ
の
室
を
分
け
た
り
、
隔
壁
を
撤
去
し
て
元
に
戻
し
た
り
す
る
よ
う
な
制
度
へ
と

本
格
的
に
移
行
す
る
と
な
れ
ば
、
礼
の
解
釈
に
止
ま
ら
な
い
増
改
築
と
費
用
捻
出
の

問
題
と
な
る
。

そ
の
懸
念
か
ら
か
、
第
二
条
で
は
、
清
代
前
期
の
万
斯
大
・
蔡
徳
音
ら
が
大
成
し

た
〝
同
廟
異
室
〟
の
説
に
よ
り
、
尚
温
王
・
尚
灝
王
と
尚
成
王
・
尚
育
王
を
そ
れ
ぞ

れ
一
世
と
し
て
祀
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
そ
の
上
で
ど
の
よ

う
に
神
主
を
配
置
す
る
の
か
、
有
銘
親
雲
上
（
当
山
里
之
主
親
雲
上
）
が
も
た
ら
し

た
「
有
隔
坎
図
」「
無
隔
坎
図
」
を
検
討
し
て
い
る

）
58
（

。
そ
し
て
、
前
者
の
よ
う
に
廟

内
に
室
を
設
け
る
こ
と
や
祭
壇
を
仕
切
る
こ
と
は
、
現
状
を
大
き
く
変
更
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
実
現
困
難
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
る
。
ひ
き
つ
づ
き
第
三
条
で
は
、
後

者
の
場
合
は
尚
円
王
の
両
側
が
尊
位
に
な
る
の
で
、
そ
れ
を
反
映
し
て
神
主
を
配
置

す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
尚
円
王
と
現
国
王
の
四
親
祖
を
祀
る
と
し
て

も
五
つ
の
盆
台
で
は
、
実
際
の
神
主
（
位
牌
）
の
数
に
対
応
せ
ず
、『
朱
子
家
礼
』

の
趣
旨
に
も
合
致
し
な
い
の
で
、
各
神
主
ご
と
に
用
意
す
る
よ
う
注
意
を
促
す
。
最

後
に
「
御
徳
盆
」
の
祭
祀
に
つ
い
て
、
尚
穆
王
・
世
子
尚
哲
両
夫
妻
の
神
主
・
神
位

を
祀
り
、そ
の
五
服
の
範
囲
内
の
玄
孫
ま
で
の
子
孫
が
参
列
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

そ
の
関
係
者
へ
通
知
し
て
お
く
こ
と
な
ど
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。

御
徳
盆
と
は
、
正
月
朔
日
の
祖
廟
代
拝

）
59
（

、
七
月
一
三
・
一
四
日
の
盂
蘭
盆
行
事
の

総
称
な
の
だ
ろ
う
が
、
『
礼
記
』
が
示
す
四
時
の
祭
礼
は
も
と
よ
り
儒
式
へ
の
移
行
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に
つ
い
て
は
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
僉
議
で
は
、
寝
廟
に
つ
い
て
は
直
接

言
及
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
『
中
山
世
譜
』
巻
一
〇
・
一
一
に
よ
る
と
、
尚

穆
王
か
ら
四
男
三
女
、
尚
灝
王
か
ら
五
男
一
二
女
の
家
統
が
あ
り
、
こ
う
し
た
傍
系

で
疎
遠
な
間
柄
の
人
々
が
登
城
し
焼
香
す
る
と
い
う
の
は
、
城
内
が
騒
が
し
く
な
り

か
ね
な
い
の
で
想
定
外
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
神
主
と
神
位
の

違
い
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
が
、
太
廟
と
寝
廟
の
祭
祀
対
象
と
神
主
・
神
位
の
配
置

を
斉
一
化
す
る
こ
と
に
異
儀
を
唱
え
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

今
般
、
御
廟
制
被
遊
御
直

な
お
し

候
付
而
者
、
於
御
寺
御
祭
祀
向
御
神
位
御
安
置
之

御
仕
様
、
且
御
間
柄
御
両
様
等
何
様
被
召
行
可
然
哉
、
吟
味
を
以
可
申
上
旨
被

仰
渡
、
い
つ
連れ

茂
申
請
候
趣
左
ニ
申
上
候
。

一

尚
穆
様
淑
徳
様
・
尚
哲
様
徳
沢
様
御
神
位
、
円
覚
寺
・
天
王
寺
江
重
而
被
遊
御

入
廟
候
付
、
御
祭
祀
向
之
儀
、
御
先
例
無
御
座
、
先
王
様
先
妃
様
御
退
廟
之
御

時
者
、
御
撥
遣
御
開
眼
ニ
而
御
盛
物
十
二
合
御
霊
供
奉
備
、
出
家
十
五
人
ニ
而

勤
行
、
上
様
御
女
君
様
御
参
拝
、
王
子
衆
御
姉
妹
殿
以
下
御
間
柄
人
数
御
焼
香

被
仰
付
、
且
前
日
三
司
官
御
使
を
以
御
告
祭
御
座
候
間
、
此
節
茂
右
御
例
ニ
準

し
被
召
行
可
然
奉
存
候
。
尤
御
退
廟
之
御
時
者
、
御
退
廟
被
遊
候
御
方
様

計
ば
か
り

江
向
御
告
祭
御
座
候
処
、
此
節
之
儀
是
迄
之
御
廟
制
御
直な

お
しニ

付
而
者
、
御
惣
中

様
江
向
御
告
祭
御
座
候
而
可
然
奉
存
候
。

一

尚
温
様
・
尚
灝
様
御
一
世
、
尚
成
様
・
尚
育
様
御
一
世
ニ
算

か
ぞ
ひ

上
候
付
而
者
、
於

御
寺
御
神
位
何
様
御
安
置
御
座
候
而
可
然
哉
、
有
銘
親
雲
上
習
請
書
等
見
合
候

処
、
万
氏
か
同
廟
異
室
之
制
、
又
者
蔡
氏
茂
兄
弟
同
し
く
一
世
尓に

て
一
廟
尓に

附

て
二
室
と
為
し
、
叔
姪
を
以
各
一
世
尓に

し
て
叔
者
姪
能の

父
の
廟
尓に

附
て
二
室
与

為な

春す

と
相
見
得
、
就
而
者
尚
温
様
・
尚
灝
様
御
神
位
御
壱
ニ
御
連
名
、
尚
成
様
・

尚
育
様
茂
御
同
様
御
連
名
ニ
而
被
遊
御
立
、
左
候
而
中
与よ

里り

堅
掛か

け

引ひ
き

御
間
を
隔

へ
だ
て

候
候
ハ
ヽ
、
相
臨
之
御
嫌
茂
無
御
座
、
同
廟
異
室
之
制
、
又
者
蔡
氏
之
説
之
本

旨
ニ
茂
相
叶
不
申
哉
与
奉
存
候
。
尤
同
堂
異
室
又
者
別
段
御
神
龕
抔な

ど

御
仕
立
御

安
置
御
座
候
ハ
ヽ
、
御
丈
夫
之
方
ニ
相
見
得
候
得
共
、
其
通
ニ
而
者
御
廟
御
作

替
等
不
被
仰
付
候
而
不
叶
至
而
不
容
易
御
事
勿
論
、
御
当
地
ニ
而
者
、
全
大
唐

御
作
法
通
ニ
茂
難
被
召
行
御
事
候
得
者
、
古
来
之
御
作
法
ニ
基
キ
、
大
唐
之
御

格
式
ニ
準
し
被
召
行
候
方
、
義
全
之
御
取
計
ニ
而
可
有
御
座
哉
、
弥

い
よ
い
よ

其
通
御

安
置
御
座
候
ハ
ヽ
、
御
撥
遣
御
開
眼
ニ
而
当
日
之
御
祭
祀
向
、
都す

べ

て而
前
条
通
有

御
座
度
奉
存
候
。

一

御
神
位
御
座
配
之
儀
、
有
銘
習
請
書
見
合
候
処
、
隔
坎
阿あ

る
時
者
、
左
ニ
居
る

毛も

の
を
尊
ひ
、
隔
坎
無
キ
時
者
、
太
祖
尓に

近
於
く
毛も

の
を
尊
ふ
と
相
見
得
、
隔

坎
阿あ

る
之
図
通
り
ニ
而
者
、
御
祭
具
致
是
御
銘
々
不
被
差
上
候
而
相
叶
間
敷
、

御
神
壇
御
使
御
座
候
付
而
者
、
其
通
ニ
者
難
被
召
行
、
勿
論
此
中
都す

べ

て而
之
御
祭

具
御
混ま

じ
りニ

而
被
差
上
置
事
候
間
、
隔
坎
無
之
図
通
、
奥
上
ニ
而
御
列
座
之
形
ニ

御
座
配
被
遊
御
祭
、
其
外
正
七
月
御
盛
物
十
二
合
茂
是
迄
通
、
御
混
ニ
而
被
差

上
可
然
奉
存
候
。

一

御
徳
盆
之
儀
、
此
中
正
七
月
者
、
御
五
代
御
銘
之
上
り
候
処
、
尚
穆
様
・
尚
哲

様
被
遊
御
入
廟
候
付
而
者
、
御
一
世
ニ
算
ひ
上
候
、
御
方
様
江
者
御
混
ニ
而
当

分
通
五
御
通
被
差
上
方
ニ
茂
可
有
之
哉
与
相
考
候
得
共
、
其
通
ニ
而
者
御
軽
相

見
得
、
朱
文
公
家
礼
ニ
茂
諸
士
之
礼
さ
え
毎
位
膳
を
設

ま
う
く

与
有
之
候
間
、
御
徳
盆

者
御
銘
々
被
差
上
候
方
可
然
奉
存
候
。

一

御
間
柄
御
取
様
是
迄
、
王
統
御
相
続
表
被
召
行
、
諸
御
祝
儀
御
祭
祀
事
等
之
節
、

御
呼
人
数
茂
其
通
被
仰
付
御
事
候
処
、
御
代
数
御
取
様
相
望
候
付
而
者
、
お
の

つ
か
ら
御
実
御
間
柄
通
可
被
召
行
儀
与
奉
存
候
。
右
之
通
吟
味
仕
、
此
段
申
上

候
。
以
上
。

　
　
午
二
月

池
城
里
之
子
親
雲
上

豊

見

城

親
雲
上

伊

是

名

親
雲
上
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奥

平

親
雲
上

安

勢

理

親
雲
上

大

湾

親
雲
上

嘉

手

納

親
雲
上

亀
川
里
之
子
親
雲
上

阿

波

根

親
雲
上

喜

舎

場

親
雲
上

嶋

袋

親
雲
上

浦

添

親
雲
上

与

那

原

親

方

高

嶺

親

方

安

村

親

方

こ
の
僉
議
に
は
、
池
城
里
之
子
親
雲
上
・
浦
添
親
雲
上
・
高
嶺
親
方
が
加
わ
り
、

嵩
原
親
雲
上
・
兼
城
親
雲
上
・
宮
平
親
方
が
去
っ
て
一
五
名
の
連
署
で
あ
る
。
池
城

里
之
子
親
雲
上
は
咸
豊
六
年
一
一
月
の
覚
に
取
納
奉
行
と
し
て
現
れ
、
同
八
年
五
月

三
日
に
は
日
帳
主
取
足
と
な
っ
て
い
る

）
60
（

。
浦
添
親
雲
上
（
向
朝
昭
）
は
同
七
年
九
月

に
那
覇
里
主
、
同
八
年
三
月
か
ら
少
な
く
と
も
同
一
〇
年
一
〇
月
の
間
に
御
鎖
之
側

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

）
61
（

。
高
嶺
親
方
（
尚
鳳
儀
）
は
欧
米
人
に
対
す
る
仮
想
的
な

総
責
任
者
と
し
て
設
け
ら
れ
た
「
琉
球
国
総
理
大
臣
」
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
と
の
条
約

に
署
名
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
、
異
国
人
対
応
に
あ
た
り
、
米
国
と
の
条
約
の

件
で
薩
摩
に
上
国
し
て
い
る

）
62
（

。
二
月
中
に
表
一
五
人
の
構
成
員
の
三
分
の
一
が
入
れ

替
わ
り
、
こ
れ
ま
で
の
合
意
事
項
の
再
確
認
を
含
め
、
国
王
側
か
ら
よ
り
具
体
的
な

提
言
を
行
う
よ
う
要
求
さ
れ
た
事
情
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
僉
議
の
内
容
は『
球
陽
』

巻
二
二
尚
泰
王
一
一
年
に
お
け
る
公
牘
体
の
記
事
と
類
似
す
る
部
分
が
多
く
、
最
終

的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

第
六
章

廟
制
確
立
後
の
王
家
と
王
府

首
里
系
官
生
出
身
の
与
世
山
里
之
子
親
雲
上
（
東
国
興
）、
久
米
村
系
で
北
京
大

通
事
を
務
め
た
当
山
里
之
主
親
雲
上
（
阮
孝
銓
）
の
廟
制
確
立
に
果
た
し
た
功
績
は

特
筆
に
値
す
る
。当
山
里
之
主
親
雲
上
は
久
米
村
系
官
生
出
身
の
瀬
名
波
親
雲
上（
阮

宣
昌
）
よ
り
後
で
は
あ
る
が

）
63
（

、
地
頭
職
を
得
て
紫
金
大
夫
と
な
っ
た
。
与
世
山
は
父

の
知
行
を
襲
い
、
平
等
之
鎖
を
経
て
同
治
二
年
末
（
一
八
六
四
）
に
は
御
双
紙
庫
理

に
就
任
し
て
い
お
り

）
64
（

、
そ
の
後
も
津
波
古
親
方
と
し
て
要
路
に
あ
り
、
明
治
政
府
と

の
折
衝
に
も
関
わ
っ
て
い
る

）
65
（

。

福
建
で
官
話
を
学
び
与
世
山
の
父
津
波
古
親
方
か
ら
英
語
の
薫
陶
を
受
け
た
板
良

敷
親
雲
上
（
向
永
功
）
も
ま
た
帰
国
後
に
寝
廟
の
造
作
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る

）
66
（

。
さ
ら
に
、
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
ら
が
屏
を
乗
り
越
え
て
「
国
廟
」
円
覚

寺
に
侵
入
し
よ
う
と
し
た
件
で
は
、滞
在
先
に
趣
き
警
告
し
て
い
る

）
67
（

。
そ
の
際
、ベ
ッ

テ
ル
ハ
イ
ム
は
激
高
し
た
と
い
う
が
、
こ
う
し
た
態
度
に
当
山
・
瀬
名
波
・
与
世
山

よ
り
長
い
西
洋
人
対
応
の
経
験
の
あ
る
向
永
功
が
動
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の

柔
軟
で
粘
り
強
い
交
渉
ぶ
り
は
薩
摩
に
高
く
評
価
さ
れ
た
。
そ
の
意
向
に
よ
り
、
咸

豊
七
年
一
一
月
に
は
日
帳
主
取
同
等
と
し
て
破
格
の
昇
進
を
遂
げ
、
太
廟
を
め
ぐ
る

僉
議
後
の
四
月
に
は
日
帳
主
取
と
な
り
知
行
地
も
得
て
牧
志
親
雲
上
に
改
名
す
る
。

島
津
斉
彬
の
意
向
を
受
け
艦
船
・
兵
器
の
輸
入
交
渉
に
も
当
た
っ
た
。
し
か
し
、
咸

豊
九
年
（
一
八
五
九
）
の
斉
彬
と
嗣
子
の
相
次
ぐ
急
死
に
よ
る
状
況
の
変
転
は
牧
志

を
疑
獄
の
渦
中
に
巻
き
込
ん
だ
。
東
恩
納
寛
惇
『
尚
泰
侯
実
録
』
に
よ
る
と
、
二
月

二
三
日
に
牧
志
は
突
然
解
任
さ
れ
入
獄
す
る

）
68
（

。
加
増
糾
奉
行
伊
江
王
子
尚
建
を
は
じ

め
大
里
王
子
や
喜
舎
場
親
雲
上
・
与
那
原
親
方
ら
は
拷
問
も
辞
さ
な
い
徹
底
的
な
糾

問
を
主
張
し
、
糾
奉
行
仲
里
按
司
や
与
世
山
里
之
子
親
雲
上
・
高
嶺
親
方
・
譜
久
山

親
方
ら
は
反
対
で
あ
っ
た
と
い
い
、
津
波
古
親
方
は
副
守
役
今
帰
仁
親
雲
上
を
介
し

て
尚
泰
王
の
母
佐
敷
按
司
加
那
志
に
取
り
な
し
を
求
め
、
処
罰
は
免
れ
な
か
っ
た
も

の
の
糾
問
は
取
り
や
め
に
な
っ
た
と
い
う

）
69
（

。
そ
れ
は
牧
志
が
も
と
よ
り
尚
泰
王
の
祖

－ 15 －
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母
の
信
任
を
得
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る

）
70
（

。

一
八
六
二
年
に
は
薩
摩
か
ら
牧
志
を
鹿
児
島
の
琉
球
館
詰
め
に
す
る
と
い
う
指

図
が
あ
っ
た
が
、
牧
志
を
終
身
監
視
対
象
と
し
て
対
外
的
に
は
死
亡
扱
い
に
し
て

い
る）

71
（

、
摂
政
・
三
司
官
に
と
っ
て
は
受
け
入
れ
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
「
世
子
」

尚
泰
の
「
封
王
」
に
向
け
て
「
倹
約
」
な
ど
準
備
を
進
め
る
王
府
に
と
っ
て
、
牧
志

か
ら
琉
球
の
特
殊
事
情
が
清
朝
に
漏
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
と
は
い

え
、
御
国
元
の
意
思
を
拒
絶
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
一
旦
上
国
さ
せ
て
後
で
別
人

を
送
り
込
む
妥
協
策
を
と
っ
た）

72
（

。
そ
の
船
中
か
ら
投
身
し
て
牧
志
は
己
の
生
命
を

絶
っ
た
。
請
封
の
僉
議
に
は
牧
志
も
参
加
し
て
い
た
が
、
清
朝
側
の
状
況
に
よ
り
先

送
り
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
や
が
て
尚
泰
王
の
世
子
が
誕
生
し
、
請
封
の
た
め
正

使
東
国
興
ら
が
派
遣
さ
れ
る
に
い
た
っ
た）

73
（

。
そ
の
間
、
佐
敷
按
司
加
那
志

）
74
（

、
さ
ら
に

一
八
六
六
年
（
同
治
五
年
）
に
冊
封
の
大
典
を
済
ま
せ
る
も
、
佐
敷
按
司
加
那
志
を

襲
名
し
て
い
た
王
妃
が
長
女
の
お
産
で
亡
く
な
り
、
翌
年
に
は
尚
温
王
の
王
妃
で

あ
っ
た
聞
得
大
君
が
長
い
生
涯
を
終
え
た）

75
（

。

こ
う
し
て
尚
泰
の
王
代
に
王
妃
が
聞
得
大
君
と
な
る
慣
例
に
復
す
る
こ
と
は
で
き

な
く
な
っ
た
が
、
寝
廟
も
含
む
琉
球
の
宗
廟
制
度
そ
の
も
の
が
再
度
議
論
の
対
象
と

な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
慣
例
や
既
存
の
祭
祀
施
設
な
ど

の
抜
本
的
な
変
更
や
見
直
し
は
せ
ず
、
最
低
限
必
要
な
部
分
だ
け
を
取
り
入
れ
修
繕

す
る
実
態
か
ら
す
る
と
、
儒
教
化
と
い
う
一
般
論
に
結
び
つ
け
る
よ
り
も
、
為
政
者

が
別
の
問
題
に
取
り
組
む
余
力
を
保
つ
た
め
の
合
理
的
選
択
と
し
て
捉
え
る
方
が
よ

り
妥
当
で
あ
ろ
う
。

王
朝
末
期
、
欧
米
人
対
応
の
た
め
に
王
府
は
首
里
系
の
高
官
を
輪
番
で
那
覇
・
泊

に
出
張
さ
せ
、
現
場
か
ら
逐
次
寄
せ
ら
れ
る
情
報
を
整
理
し
て
薩
摩
の
在
番
所
お
よ

び
首
里
城
内
の
評
定
所
勤
務
の
表
方
に
報
告
し
、
三
者
間
の
意
思
疎
通
を
徹
底
し
、

牧
志
の
よ
う
な
人
材
が
そ
れ
を
支
え
た
。
さ
ら
に
、
元
服
儀
礼
の
一
環
と
し
て
尚
泰

王
が
聞
得
大
君
御
殿
を
表
敬
訪
問
し

）
76
（

、昭
穆
の
観
念
か
ら
す
る
と
伯
祖
母
で
あ
る
が
、

系
図
座
が
監
督
す
る
家
譜
で
は
「
国
曾
祖
母
」「
国
高
祖
母
」
と
表
記
さ
せ
る
な
ど

）
77
（

、

王
府
で
は
聞
得
大
君
を
は
じ
め
王
家
の
女
性
へ
の
配
慮
も
怠
ら
な
か
っ
た
。
廟
制
改

定
も
聞
得
大
君
の
第
一
の
希
望
に
沿
う
結
果
と
な
っ
た
。
絶
対
的
な
権
力
者
や
強
い

指
導
力
を
も
つ
人
物
不
在
の
状
況
下
、
王
府
の
当
事
者
は
連
続
す
る
困
難
な
事
態
に

役
割
を
分
担
し
て
対
応
し
つ
つ
、
並
行
し
て
国
家
的
な
祭
祀
の
再
検
討
な
ど
も
こ
な

し
て
い
た
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
牧
志
・
恩
河
事
件
は
、
そ
う
し
た
団
結
が
必
ず
し

も
確
固
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い

）
78
（

。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
史
料
の
配
列
順
に
全
文
を
示
し
検
討
を
加
え
た
が
、
近
世
琉
球
の
宗
廟

制
度
を
め
ぐ
る
原
理
原
則
の
理
解
と
受
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
あ
る
程
度
述

べ
て
い
る
の
で
、
そ
の
決
定
に
至
る
最
終
段
階
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
た
る
目

的
と
し
た
。
さ
ら
に
、
本
史
料
の
署
名
人
が
称
号
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
人

物
の
特
定
に
努
め
た
。
唐
名
・
家
統
・
名
乗
が
判
明
す
れ
ば
、
家
譜
が
現
存
し
て
い

る
場
合
、
そ
の
先
祖
と
子
孫
そ
し
て
婚
姻
や
養
子
縁
組
な
ど
に
つ
い
て
も
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
本
稿
で
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
文
書
で
は
称
号
か
唐
名
か
各
文
書
の
様
式
に
適
し
た
方
の
み
記
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
王
府
と
し
て
は
、
僉
議
や
役
職
に
は
官
僚
的
家
臣
団
の
内
か
ら
、
相
応
の

者
が
就
い
て
い
る
の
で
、
当
事
者
の
意
思
が
確
認
で
き
れ
ば
十
分
で
あ
っ
た
か
ら
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
地
頭
得
分
の
あ
る
知
行
地
と
名な

島じ
ま

（
名
目
上
の
知
行
地
）
に
因
む
固
有

名
称
と
位
階
（
里
之
子
親
雲
上
、
親
雲
上
、
親
方
、
按
司
、
王
子
）
を
組
み
合
わ
せ

た
同
一
の
称
号
で
も
時
期
が
異
な
れ
ば
別
人
の
場
合
が
あ
り
、
与
世
山
里
之
子
親
雲

上
や
大
湾
親
雲
上
の
よ
う
に
称
号
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
久
米
村

系
の
家
譜
で
は
中
国
的
な
姓
と
諱
に
よ
る
唐
名
の
み
で
称
号
を
並
記
し
な
い
傾
向
が

あ
る
。
か
つ
て
系
図
座
に
副
本
が
揃
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
家
譜
を
総
覧
す
る
こ
と
は

－ 16 －
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で
き
な
い
し
、
辞
令
書
や
褒
状
の
類
も
ほ
と
ん
ど
遺
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
本

稿
で
は
「
旧
琉
球
藩
評
定
所
記
録
」
に
注
目
し
た
。
現
存
す
る
も
の
は
対
外
関
係
の

内
容
が
多
い
け
れ
ど
も
、王
朝
末
期
の
為
政
者
の
業
務
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
大
学
法
学
部
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
近
代
の
写
本
と
警
視
庁
の
倉
庫
か
ら
発

見
さ
れ
た
内
閣
文
庫
所
蔵
原
本
の
翻
刻
が
『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
と
し
て
刊
行

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
人
名
索
引
か
ら
多
大
な
裨
益
を
得
た

）
79
（

。
東
国
興
の
後
妻
思
武
太

が
与
那
原
親
方
の
妹
で
東
国
興
が
馬
良
恭
（
朝
棟
）
の
義
弟
で
あ
っ
た
こ
と
、
牧
志

の
伯
母
真
加
戸
の
夫
が
東
国
興
の
祖
父
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
記
録
中
の
忌
引
申
請
か

ら
判
明
し
た
こ
と
で
あ
る

）
80
（

。
ま
た
、
家
譜
に
よ
っ
て
円
覚
寺
・
天
王
寺
で
「
御
撥
遣

御
開
眼
」
の
儀
式
が
咸
豊
八
年
三
月
一
三
日
に
挙
行
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た

）
81
（

。

首
里
王
府
作
成
の
文
書
が
、向
姓
も
含
む「
官
人
衆
」を〝
諸
士
〟と
し
て
、そ
の
時
々

の
称
号
の
み
を
記
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
の
み
で
は
父
系
原
理
に
立
脚
す
る
士
族
層

に
属
す
る
当
人
の
経
歴
と
家
族
、
そ
し
て
門
中
親
類
な
ど
の
社
会
的
関
係
を
捉
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。「
歴
代
宝
案
」
や
『
球
陽
』『
中
山
世
譜
』
あ
る
い
は
清
朝
の
档

案
や
薩
摩
藩
の
文
献
な
ど
多
様
な
史
料
を
相
互
に
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
物
史

料
の
整
理
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
旧
琉
球
藩
評
定
所
記
録
」
は
『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
一
七
巻
補
巻
（
浦
添
市
教
育

委
員
会
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
し
た
（『
評
定
所
文
書
』
と
表
記
）。
国
宝
「
琉
球
国
王

尚
家
関
係
資
料
」（
那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
）
の
文
書
・
典
籍
類
（
尚
家
文
書
と
略
記
）

は
琉
球
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
複
製
本
を
使
用
し
た
。

家
譜
の
略
称

：
『
那
覇
市
史
』
資
料
篇
第
１
巻
５
家
譜
資
料
一
（
那
覇
市
企
画
部
市
史
編

集
室
、
一
九
七
六
年
）
→
「
家
譜
（
総
合
）」。
同
上
第
１
巻
６
家
譜
資
料
二
上
（
同
上
、

一
九
八
〇
年
）
→
「
家
譜
（
久
米
村
系
）
上
」。
同
上
第
１
巻
６
家
譜
資
料
二
下
（
同
上
）
→
「
家

譜
（
久
米
村
系
）
下
」。
同
上
第
１
巻
７
家
譜
資
料
三
（
同
上
、一
九
八
二
年
）
→
「
家
譜
（
首

里
系
）」。
同
上
第
１
巻
８
家
譜
資
料
四
（
同
上
、一
九
八
三
年
）
→
「
家
譜
（
那
覇
・
泊
系
）」。

（
１
）

東
恩
納
寛
惇
『
尚
泰
侯
実
録
』
弘
化
四
年
・
嘉
永
元
年
の
項
、
二
四
九
～
二
五
一
頁
を

参
照
。
三
司
官
浦
添
王
子
向
良
弼
と
あ
る
が
、
当
時
の
浦
添
王
子
は
摂
政
向
元
魯
（
朝
熹
改

め
朝
郁
）
で
あ
る
。『
尚
泰
侯
実
録
』（
一
九
二
四
年
初
版
、
一
九
七
一
年
再
刊
）
は
『
東
恩

納
寛
惇
全
集
』
第
２
巻
（
第
一
書
房
、
一
九
七
八
年
）
を
利
用
し
た
。
本
書
は
東
恩
納
が
尚

侯
爵
家
に
依
頼
し
て
首
里
尚
家
か
ら
史
料
を
取
り
寄
せ
て
も
ら
い
、
薩
摩
藩
や
明
治
政
府
の

史
料
も
参
照
し
て
編
纂
さ
れ
た
編
年
体
の
史
書
で
あ
る
。

（
２
）

一
例
を
挙
げ
る
と
、庚
戌
年
元
旦
（
一
八
五
〇
年
二
月
一
二
日
）
に
日
食
（
金
環
日
食
）

が
観
測
さ
れ
、
二
十
二
日
に
尚
泰
王
は
円
覚
寺
・
天
王
寺
を
参
詣
し
、
そ
の
年
の
諸
典
礼
を

乾
隆
六
〇
年
の
前
例
に
習
い
繰
り
下
げ
る
こ
と
に
し
た
（『
球
陽
』
巻
二
二
、尚
泰
王
三
年
）。

乾
隆
六
〇
年
は
尚
温
王
即
位
元
年
に
あ
た
り
、
一
七
九
五
年
一
月
二
一
日
の
『
球
陽
』
巻

一
九
「
正
月
元
旦
日
食
」
の
項
で
は
「
主
上
は
扮
粧
戒
慎
し
復
円
の
刻
を
待
ち
て
服
を
改
め
、

且
つ
又
た
在
職
の
王
子
よ
り
以
て
諸
役
人
等
に
至
り
冠
帯
し
各
お
の
該
衙
に
在
り
て
謹
慎
し

復
円
の
刻
を
待
ち
て
退
衙
せ
し
む
」（
原
文
漢
文
体
）
と
あ
る
。

（
３
）

拙
稿
「
琉
球
王
朝
末
期
の
廟
議
―
寝
廟
と
太
廟
の
神
主
配
置
」（『
沖
縄
文
化
研
究
』
第

四
七
号
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
４
）

壱
の
僉
議
で
抜
粋
さ
れ
て
い
る
【
壱
二
―
五
】「
廟
制
求
教
」
全
文
と
典
拠
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
近
世
琉
球
末
期
の
廟
議
を
め
ぐ
る
清
朝
官
僚
と
の
問
答
―
「
廟
制
求
教
」
の
論
理
と

そ
の
受
容
―
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
一
〇
〇
集
、二
〇
二
二
年
三
月
）
を
参
照
。

（
５
）

鹿
児
島
滞
在
中
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
、
注
（
３
）
拙
稿
一
九
四
頁
の
史
料
を
参
照
。

（
６
）

同
年
四
月
一
六
日
解
任
。『
尚
泰
侯
実
録
』
安
政
四
・
五
年
の
項
、
二
八
八
～
二
九
九

頁
を
参
照
。

（
７
）
「
男
子
年
十
五
至
二
十
皆
冠
」（『
朱
子
家
礼
』
巻
二
冠
礼
）。
元
服
儀
礼
の
一
環
と
し

て
円
覚
寺
・
天
王
寺
・
天
界
寺
を
参
詣
し
て
い
る
。「
尚
泰
様
御
元
服
付
三
ヶ
寺
御
行
幸
日
記
」

（
尚
家
文
書
第
二
七
号
）。

（
８
）
『
評
定
所
文
書
』
一
四
巻
二
一
頁
、
同
一
五
巻
二
九
九
頁
・
一
二
頁
。

（
９
）
『
評
定
所
文
書
』
一
一
巻
五
〇
〇
頁
、
同
一
四
巻
一
〇
頁
、「
家
譜
（
首
里
系
）」
八
三
五

－ 17 －
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～
八
三
六
頁
。

（
10
）
『
評
定
所
文
書
』
二
巻
三
五
八
頁
、
同
三
巻
一
六
頁
、
四
三
一
頁
。

（
11
）
『
評
定
所
文
書
』
一
一
巻
五
〇
〇
頁
、
同
一
四
巻
七
頁
。

（
12
）
『
評
定
所
文
書
』
一
四
巻
一
九
頁
。

（
13
）
『
評
定
所
文
書
』
一
四
巻
一
二
六
～
一
三
二
頁
。

（
14
）
喜
舎
場
朝
賢
『
琉
球
見
聞
録
』（
至
言
社
、
一
九
七
七
年
）
所
収
『
東
汀
随
筆
続
編
』

第
一
回
第
一
「
牧
志
朝
忠
履
歴
書
」
参
照
。

（
15
）
『
評
定
所
文
書
』
一
七
巻
二
〇
三
～
二
〇
五
、
同
上
一
四
巻
二
一
頁
。

（
16
）
日
帳
主
取
の
国
吉
親
雲
上
か
ら
浦
崎
親
方
・
嘉
手
納
親
方
宛
文
書
。『
評
定
所
文
書
』

一
七
巻
二
〇
五
頁
。

（
17
）
『
評
定
所
文
書
』
一
五
巻
二
五
八
頁
、
同
一
〇
巻
一
三
一
頁
。
同
時
期
に
毛
盛
方
は
本

部
間
切
惣
地
頭
職
を
拝
領
し
て
い
る
。「
家
譜
（
首
里
系
）」
七
五
四
～
七
五
六
頁
。

（
18
）
『
評
定
所
文
書
』
一
一
巻
三
〇
九
頁
、
同
一
〇
巻
一
三
一
頁
。

（
19
）
『
評
定
所
文
書
』
補
巻
九
〇
頁
、同
一
七
巻
二
九
五
頁
、同
三
〇
一
頁
、同
一
四
巻
一
五
九
頁
。

（
20
）
『
評
定
所
文
書
』
九
巻
五
五
八
頁
、
同
一
一
巻
五
一
二
頁
、
同
一
四
巻
七
頁
、
同
一
四

巻
一
九
頁
。

（
21
）
『
評
定
所
文
書
』
九
巻
四
五
三
・
四
六
七
・
五
四
九
・
五
八
八
・
六
二
〇
頁
、
同
一
一
巻

五
〇
〇
頁
、
同
一
四
巻
五
頁
。

（
22
）
『
評
定
所
文
書
』
一
一
巻
三
八
〇
頁
、
同
五
〇
〇
頁
、
同
一
三
巻
二
四
七
～
二
四
九
巻

（
23
）
『
評
定
所
文
書
』
一
一
巻
二
六
三
頁
・
四
九
八
頁
、
同
一
二
巻
五
八
・
一
七
五
頁
。

（
24
）
『
評
定
所
文
書
』
一
二
巻
四
四
七
頁
、
同
一
四
巻
七
・
一
一
・
一
九
頁
、
同
四
三
頁
。

（
25
）
『
尚
泰
侯
実
録
』
安
政
五
年
（
咸
豊
八
年
）
の
項
、
二
九
九
頁
を
参
照
。

（
26
）
『
評
定
所
文
書
』
四
巻
三
六
九
～
四
〇
八
頁
。

（
27
）
そ
の
規
模
に
つ
い
て
は
、注（
３
）拙
稿
一
八
六
頁
を
参
照
。
修
繕
に
つ
い
て
は
、『
球
陽
』

巻
二
二
尚
泰
王
一
〇
年
「
高
築
寝
廟
後
頭
石
垣
」、同
上
一
四
年
「
改
築
寝
廟
北
辺
道
路
之
階
」

を
参
照
。

（
28
）
吉
里
通
事
親
雲
上
と
新
垣
通
事
親
雲
上
は
咸
豊
六
年
九
月
朔
日
（
一
八
五
六
年
九
月

二
九
日
）
の
日
食
に
つ
い
て
、
八
月
一
七
日
に
中
国
と
琉
球
間
の
時
差
を
御
書
院
当
嶋
袋
親

雲
上
に
報
告
し
て
い
る
（『
評
定
所
文
書
』
一
一
巻
、
四
五
六
頁
）。
同
五
年
、
仲
本
通
事
親

雲
上
は
異
国
大
夫
と
し
て
異
国
通
事
外
間
里
之
子
親
雲
上
と
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
艦
を
監
視
し

て
船
体
・
乗
員
数
・
武
装
な
ど
を
新
垣
通
事
親
雲
上
・
瀬
名
波
親
雲
上
（
阮
宣
詔
）
に
報
告

し
て
い
る
（『
評
定
所
文
書
』
一
一
巻
、
二
一
・
一
六
九
頁
）。
吉
里
通
事
親
雲
上
・
登
川
里

之
子
親
雲
上
・
奥
間
里
之
子
親
雲
上
も
咸
豊
六
年
に
同
様
な
任
務
に
あ
た
っ
て
お
り
（『
評

定
所
文
書
』
一
三
巻
、
一
七
四
頁
）、
豊
富
な
対
外
的
知
識
を
有
し
て
い
た
。

（
29
）
宮
古
島
講
解
師
と
な
っ
た
唐
栄
の
新
崎
里
之
子
親
雲
上
（
王
瑞
芝
）
の
記
事
は
、『
球
陽
』

巻
二
二
尚
泰
王
四
年
の
項
に
あ
る
。
そ
の
後
、
石
垣
島
か
ら
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ウ
ン
号
事
件
の

生
存
者
七
〇
名
を
福
州
に
送
還
し
た
馬
艦
船
の
大
通
事
を
担
当
し
て
い
る
。『
評
定
所
文
書
』

八
巻
一
三
二
頁
。

（
30
）
「
家
譜
（
久
米
村
系
）
上
」
一
八
九
～
一
九
二
頁
。

（
31
）

そ
の
名
は
、
大
夫
と
し
て
の
道
光
二
八
年
三
月
一
六
日
の
仏
人
対
応
、
咸
豊
二
年

（
一
八
五
二
）
の
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ウ
ン
号
事
件
対
応
、
咸
豊
四
年
の
江
戸
立
の
儀
衛
正
の
記

録
に
見
え
る
。『
評
定
所
文
書
』
四
巻
二
三
〇
頁
、
同
六
巻
三
八
七
頁
、
同
八
巻
一
四
六
頁
。

（
32
）
仏
人
対
応
に
つ
き
咸
豊
五
年
一
一
月
一
三
日
に
御
評
定
所
加
勢
筆
者
に
な
っ
た
記
録

あ
り
。『
評
定
所
文
書
』
一
一
巻
一
五
四
頁
。

（
33
）
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ウ
ン
号
事
件
の
生
存
者
一
〇
七
名
を
福
州
に
送
還
し
た
小
唐
船
の
大

通
事
を
担
当
し
て
い
る
。『
評
定
所
文
書
』
八
巻
一
三
二
頁
。
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ウ
ン
号
事

件
に
つ
い
て
は
、
西
里
喜
行
『
清
末
中
琉
日
関
係
史
の
研
究
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
〇
五
年
）
第
三
章
を
参
照
。

（
34
）
咸
豊
六
年
に
久
米
村
嫡
子
（
五
月
「
覚
」）、
接
貢
船
大
通
事
（
六
月
二
〇
日
）
の
事

績
が
あ
る
。『
評
定
所
文
書
』
一
二
巻
一
五
六
頁
、
同
上
一
〇
巻
六
四
五
頁
。

（
35
）
道
光
二
四
年
進
貢
の
大
唐
船
脇
筆
者
。『
評
定
所
文
書
』
一
巻
四
九
六
頁
。

（
36
）
咸
豊
四
年
正
月
来
航
の
ロ
シ
ア
艦
を
監
視
し
た
異
国
大
夫
新
垣
通
事
親
雲
上
・
登
川
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里
之
子
親
雲
上
の
報
告
を
当
山
里
之
主
親
雲
上
と
と
も
に
確
認
し
て
い
る
。『
評
定
所
文
書
』

補
巻
三
一
七
～
三
一
九
頁
。

（
37
）
久
米
村
大
夫
や
小
唐
船
大
通
事
な
ど
を
歴
任
。
咸
豊
六
年
に
普
久
嶺
里
之
子
親
雲
上

か
ら
改
名
。『
評
定
所
文
書
』
一
一
巻
三
九
二
頁
の
「
覚
」（
兼
城
親
雲
上
か
ら
里
主
・
御
物

城
宛
）
を
参
照
。

（
38
）
咸
豊
七
年
に
阿
波
連
地
頭
職
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。「
家
譜
（
久
米
村
系
）
上
」
九
二

～
九
三
頁
。

（
39
）

そ
の
嫡
子
は
国
吉
親
雲
上
と
し
て
、
咸
豊
年
間
に
御
書
院
当
な
ど
を
勤
め
て
お
り
、

日
帳
主
取
と
し
て
同
五
年
九
月
の
尚
泰
王
の
普
天
間
宮
・
龍
福
寺
参
詣
を
差
配
し
て
い
る
。

『
評
定
所
文
書
』
一
〇
巻
二
五
六
頁
、
同
九
巻
六
〇
〇
頁
。

（
40
）
『
評
定
所
文
書
』
六
巻
三
二
一
頁
、
同
七
巻
三
七
頁
・
五
五
四
・
五
五
六
・
五
六
一
・
五
六
九

頁
、
同
一
三
巻
六
四
・
一
五
二
・
一
八
七
頁
、
同
一
四
巻
八
五
・
一
三
八
・
五
〇
九
頁
、
同
一
五

巻
四
五
・
九
六
・
一
五
〇
頁
。『
球
陽
』
巻
二
二
、
尚
泰
王
一
〇
年
七
月
初
八
日
「
宮
古
島
送

来
漂
風
阿
蘭
国
人
」
の
項
。

（
41
）

咸
豊
一
一
年
九
月
二
六
日
に
病
気
の
湖
城
親
方
か
ら
久
米
村
惣
役
を
引
き
継
い
だ

が
同
年
一
一
月
に
病
死
し
た
。
後
任
は
天
願
親
方
（
阮
宣
詔
）。『
評
定
所
文
書
』
一
五
巻

三
八
四
・
三
八
八
頁
、「
家
譜
（
久
米
村
系
）
上
」
一
七
三
頁
。

（
42
）
『
尚
泰
侯
実
録
』
嘉
永
六
年
（
咸
豊
三
年
四
月
三
〇
日
）
の
項
、
二
六
六
頁
参
照
。

（
43
）
「
家
譜
（
久
米
村
系
）
上
」
二
一
二
～
二
一
六
頁
。

（
44
）
「
家
譜
（
総
合
）」
九
三
七
頁
。
真
境
名
安
興
（
編
）「
県
史
編
纂
史
料
・
那
覇
ノ
部
」

の
抜
粋
で
あ
り
、
生
没
年
な
ど
は
不
明
。
注
（
41
）
参
照
。

（
45
）
『
評
定
所
文
書
』
五
巻
五
三
四
頁
、
同
六
巻
二
九
二
頁
、
同
八
巻
四
三
九
頁
、
同
一
一

巻
一
一
頁
・
四
五
六
頁
。
久
米
村
惣
役
と
し
て
の
長
史
吉
里
・
新
垣
、
長
史
足
奥
間
・
吉
里

へ
の
指
示
は
同
一
二
巻
三
四
一
・
三
五
五
頁
参
照
。

（
46
）
咸
豊
二
年
の
進
貢
使
の
副
使
（
大
夫
）
と
し
て
瑞
慶
覧
親
雲
上
の
名
が
あ
り
（『
評
定

所
文
書
』
八
巻
五
三
～
六
一
頁
、
同
一
八
二
～
二
一
二
頁
）、
正
議
大
夫
蔡
士
俊
（『
中
山
世

譜
』
巻
一
三
、
校
訂
本
『
寶
代
宝
案
』
第
一
四
冊
二
―
一
九
二
―
〇
八
）
で
あ
る
が
、
瑞
慶

覧
親
方
の
息
子
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
47
）
道
光
二
八
年
戊
申
（
一
八
四
八
）、
清
朝
の
『
欽
定
礼
記
義
疏
』
か
ら
北
宋
の
馬
晞
孟

と
方
愨
の
言
説
を
援
用
し
た
阿
波
根
里
之
子
親
雲
上
ら
の
所
見
。「
御
廟
制
諸
書
抜
書
并
吟

味
書
」（
尚
家
文
書
第
二
四
号
）
参
照
。

（
48
）
咸
豊
六
年
八
月
一
六
日
の
覚
「
尚
濬
様
十
三
年
御
回
忌
御
法
事
付
御
由
緒
御
焼
香
人

数
」（『
評
定
所
文
書
』
一
二
巻
二
一
六
頁
）
を
参
照
。

（
49
）
久
米
村
系
が
阮
宣
詔
（
瀬
名
波
親
雲
上
）
と
鄭
学
楷
（
高
良
里
之
子
親
雲
上
）、
首
里

系
が
向
克
秀
（
真
玉
橋
里
之
子
親
雲
上
、
客
死
）
と
東
国
興
（
安
仁
屋
里
之
子
親
雲
上
）
で

あ
る
。
阮
宣
詔
は
咸
豊
六
年
の
進
貢
船
で
副
使
の
正
議
大
夫
と
し
て
中
国
に
渡
り
、
翌
年
の

復
路
、
大
島
に
漂
着
し
て
徳
之
島
・
伊
良
部
島
を
経
由
し
て
同
年
九
月
一
三
日
に
復
命
し
た

の
で
、
僉
議
に
参
加
す
る
立
場
で
は
な
か
っ
た
。「
家
譜
（
久
米
村
系
）
下
」
九
〇
四
頁
。

（
50
）
「
尚
泰
王
様
御
元
服
ニ
付
出
家
衆
御
呼
之
時
日
記
」（
尚
家
文
書
第
二
六
号
）
参
照
。

（
51
）
『
評
定
所
文
書
』
巻
一
五
、三
〇
四
・
三
〇
九
頁
。
斉
彬
に
は
薩
摩
藩
士
と
琉
球
人
を
英

米
仏
に
留
学
さ
せ
る
構
想
が
あ
り
、
機
密
上
、
薩
摩
藩
士
が
名
を
借
り
る
候
補
者
と
し
て
安

村
里
之
子
親
雲
上
・
津
嘉
山
親
雲
上
・
大
湾
親
雲
上
の
名
が
挙
が
っ
て
い
た
。『
尚
泰
侯
実
録
』

安
政
四
年
（
咸
豊
七
年
）
の
項
、
二
九
二
頁
。

（
52
）
『
評
定
所
文
書
』
八
巻
一
三
二
頁
、
同
一
〇
巻
六
〇
六
頁
、
同
一
二
巻
三
九
九
・
四
〇
七

頁
。
道
光
二
九
年
（
一
八
四
九
）
の
久
米
島
沖
英
国
船
坐
礁
の
案
件
で
は
、
御
物
奉
行
仮
筆

者
と
し
て
見
え
る
。
同
四
巻
三
七
〇
頁
。

（
53
）
「
孫
氏
抃
曰
、
世
与
昭
穆
云
者
拠
父
子
之
正
而
言
也
。
若
兄
弟
則
昭
同
、
不
得
以
世

数
之
矣
」（『
欽
定
春
秋
伝
説
彙
纂
』
巻
一
七
）。
孫
抃
の
上
奏
は
、
拙
稿
「
北
宋
の
廟
議
―

宗
廟
に
お
け
る
神
主
配
置
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
九
四
、二
〇
一
九
年
二
月
）、

五
七
頁
を
参
照
。「
子
雖
斉
聖
、
不
先
父
食
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
尚
家
文
書
「
周
九

廟
之
図
并
円
覚
寺
御
廟
之
図
」
の
研
究
（
上
）」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
九
七
集
、

二
〇
二
〇
年
九
月
）、
二
〇
～
二
一
（
二
九
三
～
二
九
二
）
頁
を
参
照
。
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（
54
）
文
淵
閣
四
庫
全
書
『
欽
定
春
秋
伝
説
彙
纂
』
巻
二
三
・
三
四
を
参
照
。
左
氏
伝
で
は
戦

功
記
念
の
た
め
に
武
宮
を
建
立
し
た
と
す
る
が
、
公
羊
伝
・
穀
梁
伝
そ
し
て
胡
安
国
の
伝
で

は
、武
公
（
魯
の
第
十
代
君
主
）
の
廟
と
し
て
、本
書
集
説
も
是
と
し
て
い
る
。
な
お
、後
漢
・

服
虔
の
左
伝
注
で
は
戦
勝
を
武
公
に
「
禱
」
っ
た
と
解
す
る
が
、
孔
穎
達
の
疏
は
煬
宮
の
杜

預
注
と
異
な
り
「
禱
」
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
煬
宮
と
同
一
視
し
な
い
（
十
三
経

注
疏
『
春
秋
左
伝
正
義
』）。
煬
公
は
四
代
目
。
周
公
旦
の
孫
で
兄
考
公
の
後
を
継
い
だ
。
定

公
は
出
奔
し
た
昭
公
の
弟
。
こ
の
『
春
秋
』
の
典
拠
は
、
琉
球
側
で
整
理
さ
れ
た
「
御
廟
制

諸
書
抜
書
并
吟
味
書
」（
尚
家
文
書
第
二
四
号
）
や
「
廟
制
求
教
」
な
ど
に
な
く
、
こ
こ
で

の
み
言
及
さ
れ
て
い
る
。拙
稿「
尚
家
文
書「
周
九
廟
之
図
并
円
覚
寺
御
廟
之
図
」の
研
究（
上
）

（
下
）」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
九
七
・
九
八
集
、
二
〇
二
〇
年
九
月
・
二
〇
二
一

年
三
月
）
も
参
照
。

（
55
）
注
（
４
）
前
掲
拙
稿
八
（
一
一
五
）
頁
。『
欽
定
春
秋
伝
説
彙
纂
』
巻
二
三
所
引
胡
安

国
の
伝
で
も
言
及
。

（
56
）

士
庶
の
身
分
に
よ
る
制
約
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
は
『
大
清
通
礼
』
巻
一
七
吉

礼
に
は
じ
め
て
見
ら
れ
る
と
い
う
。
瞿
同
祖
『
中
国
法
律
与
中
国
社
会
』（
中
華
書
局
、

二
〇
〇
三
年
）、
二
〇
九
頁
参
照
。
他
方
に
お
い
て
、
明
中
期
か
ら
清
代
に
か
け
て
、
民
間

で
は
「
世
上
神
主
」
な
ど
高
祖
父
以
前
の
遠
祖
を
祀
る
祠
堂
が
普
及
し
て
い
た
。
鄭
振
満
『
明

清
福
建
家
族
組
織
与
社
会
変
遷
（
増
訂
版
）』（
北
京
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
二
〇
年
）、

一
四
〇
～
一
四
四
頁
参
照
。

（
57
）
沖
縄
県
立
博
物
館
・
美
術
館
所
蔵
の
「
国
王
位
牌
下
図
」（
所
蔵
番
号
二
一
四
〇
）
は
、

料
紙
寸
法
が
縦
八
二
〇
×
横
四
〇
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
。
空
名
で
あ
り
神
主
製
作
の
た
め
の
図

案
だ
ろ
う
か
。
太
廟
や
先
王
廟
の
神
主
が
精
巧
な
彫
刻
が
施
さ
れ
た
重
厚
な
作
り
で
あ
っ
た

こ
と
を
窺
わ
せ
、
同
じ
木
製
と
は
い
え
、
北
宋
・
程
頤
の
「
作
主
式
」
や
『
四
本
堂
家
礼
』

に
図
示
さ
れ
る
素
朴
な
神
主
と
対
称
的
で
あ
る
。

（
58
）
咸
豊
八
年
二
月
初
一
日
に
「
久
志
間
切
有
銘
」
の
名
島
を
賜
っ
て
い
た
。
名
島
に
は

俸
禄
が
つ
か
な
い
が
勲
功
を
表
す
。「
家
譜
（
久
米
村
系
）
上
」
一
九
一
頁
。

（
59
）
往
古
に
は
「
時
の
大
屋
子
」
が
沖
縄
本
島
最
北
端
の
辺
土
の
御
嶽
に
派
遣
さ
れ
、元
旦
、

そ
の
水
を
御
照
堂
に
奉
納
し
た
と
い
う
（『
遺
老
説
伝
』
巻
一
第
７
項
）。
当
初
、
円
覚
寺
の

御
照
堂
が
第
二
尚
氏
の
廟
所
で
あ
っ
た
。

（
60
）
『
評
定
所
文
書
』
一
二
巻
五
六
頁
、
同
一
四
巻
一
五
九
頁
。

（
61
）
『
評
定
所
文
書
』
一
三
巻
二
四
九
頁
、
同
一
四
巻
二
六
一
頁
、
同
一
五
巻
一
六
〇
頁
。

（
62
）
『
評
定
所
文
書
』
一
七
巻
一
三
〇
・
一
三
一
頁
。『
中
山
世
譜
附
巻
』
巻
七
、
咸
豊
五

年
の
項
（
二
月
二
十
五
日
～
四
月
十
七
日
）。

（
63
）
瀬
名
波
（
阮
国
九
世
宣
昌
）
は
咸
豊
九
年
に
紫
金
大
夫
と
な
り
、
後
に
天
願
親
方
と

し
て
久
米
村
惣
役
・
源
河
親
方
の
後
任
と
な
る
。
そ
の
家
譜
に
は
子
と
孫
の
記
載
が
あ
る
が
、

本
人
の
存
命
中
に
仕
次
が
止
ま
っ
て
い
る
。「
家
譜
（
久
米
村
系
）
上
」
一
七
一
～
一
七
三

頁
を
参
照
。
当
山
（
阮
明
九
世
孝
銓
）
は
咸
豊
八
年
一
〇
月
に
北
谷
間
切
平
安
山
地
頭
職
、

同
治
六
年
一
一
月
に
勝
連
間
切
浜
比
嘉
地
頭
職
を
拝
受
し
て
い
る
。
そ
の
間
、
咸
豊
八
年
の

進
貢
副
使
と
な
り
、
咸
豊
一
一
年
に
紫
金
大
夫
に
昇
進
し
、
同
治
五
年
（
慶
応
二
年
）
の
冊

封
で
も
大
役
を
勤
め
、
折
々
に
国
王
と
王
家
の
女
性
か
ら
褒
美
を
賜
っ
て
い
る
。
家
譜
に
は

光
緒
三
年
（
明
治
一
〇
年
）
ま
で
の
記
事
が
あ
り
、
同
治
一
三
年
（
一
八
七
四
）
享
年
六
九

で
没
し
た
こ
と
が
分
か
る
。「
家
譜
（
久
米
村
系
）
上
」
一
八
九
～
一
九
二
頁
。

（
64
）
「
家
譜
（
首
里
系
）」
四
八
九
頁
（
東
邦
基
一
三
世
興
国
）。

（
65
）
喜
舎
場
朝
賢
『
琉
球
見
聞
録
』（
至
言
社
、一
九
七
七
年
）
に
は
、津
波
古
親
方
（
政
正
）

の
琉
装
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
66
）
道
光
二
五
年
乙
巳
三
月
十
四
日
、
普
請
奉
行
所
筆
者
懸
而
御
寝
廟
御
殿
御
作
広
付
係

を
勤
め
た
兼
嶋
筑
登
之
親
雲
上
の
た
め
の
褒
状
を
作
成
し
て
い
る
。「
家
譜
（
那
覇
・
泊
系
）」

七
四
五
頁
。

（
67
）
『
評
定
所
文
書
』
九
巻
三
〇
六
頁
（
咸
豊
三
年
九
月
二
三
日
）。

（
68
）
己
未
・
庚
申
二
年
間
の
糾
明
奉
行
に
よ
る
一
連
の
調
書
は
「
牧
志
恩
河
一
件
調
書
」（
伊

江
文
書
）
と
題
し
て
遺
さ
れ
て
い
る
。
沖
縄
県
立
図
書
館
所
蔵
。

（
69
）
東
恩
納
寛
惇
『
尚
泰
侯
実
録
』
弘
化
四
年
・
嘉
永
元
年
の
項
（
三
〇
三
～
三
一
三
頁
）
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に
は
、
摂
政
・
三
司
官
宛
の
文
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
70
）
首
里
の
崎
山
御
殿
に
て
尚
泰
の
祖
母
佐
敷
按
司
加
那
志
（
尚
灝
王
の
王
妃
）
か
ら
慰

労
激
励
さ
れ
た
と
い
う
。
喜
舎
場
朝
賢
『
琉
球
見
聞
録
』（
至
言
社
、一
九
七
七
年
）
所
収
『
東

汀
随
筆
続
編
』
第
一
回
第
二
参
照
。

（
71
）
咸
豊
一
〇
年
正
月
四
日
の
通
達
。『
評
定
所
文
書
』
一
五
巻
四
五
頁
。

（
72
）
『
尚
泰
侯
実
録
』
文
久
二
年
（
同
治
元
年
）
の
項
、
三
一
一
～
三
一
三
頁
を
参
照
。

（
73
）
『
尚
泰
侯
実
録
』
元
治
元
年
（
同
治
三
年
）
の
項
、
三
一
五
頁
を
参
照
。
福
州
・
北
京

に
お
け
る
東
国
興
ら
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
注
（
33
）
前
掲
書
、
二
五
九
～
二
六
二
頁
参
照
。

（
74
）
「
同
治
三
年
甲
子
十
二
月
十
七
日
薨
。
寿
五
十
一
。
葬
于
玉
陵
」（『
中
山
世
譜
』
巻

一
二
、
尚
育
王
）。

（
75
）
『
尚
泰
侯
実
録
』
明
治
元
年
・
同
二
年
（
同
治
八
年
）
の
項
、三
一
八
・
三
二
〇
頁
を
参
照
。

（
76
）
「
尚
泰
王
様
御
元
服
ニ
付
聞
得
大
君
御
殿
江
御
参
拝
日
記
」（
尚
家
文
書
第
二
八
号
）

を
参
照
。

（
77
）
聞
得
大
君
の
訃
報
に
対
す
る
島
津
氏
家
臣
団
か
ら
摂
政
・
三
司
官
宛
の
御
悔
状
に
「
国

王
様
之
高
祖
母
様
」と
あ
り
、尚
泰
王
を
基
点
と
し
た
歴
代
国
王（
尚
温
王
・
尚
成
王
・
尚
灝
王
・

尚
育
王
）
に
配
す
る
女
君
と
し
て
の
公
式
の
称
謂
で
あ
っ
た
。『
評
定
所
文
書
』
一
六
巻

四
七
一
頁
（
一
二
月
二
九
日
）。

（
78
）
『
尚
泰
侯
実
録
』
安
政
六
年
（
咸
豊
九
年
）
の
項
に
「
仍
て
二
王
子
并
近
親
浦
添
親
方

等
ま
づ
、
聞
得
大
君
御
殿
に
協
り
し
に
、
亦
神
託
に
首
肯
す
可
き
も
の
有
り
と
為
し
、
遂

に
玉
川
王
子
を
殿
中
に
召
し
て
、
詰
問
す
る
に
至
り
し
な
り
」（
三
〇
六
頁
）
と
あ
る
。
典

拠
未
詳
で
あ
る
が
、
尚
泰
王
の
叔
父
伊
江
王
子
・
大
里
王
子
が
異
母
弟
の
玉
川
王
子
を
牧

志
・
恩
河
や
元
三
司
官
小
禄
親
方
（
馬
克
承
）
の
一
味
と
し
て
追
及
し
た
と
い
う
。
こ
の
後
、

尚
泰
王
は
大
里
王
子
を
呼
び
出
し
て
六
ヶ
条
か
ら
な
る
諭
旨
を
下
し
て
い
る
。『
球
陽
』
巻

二
二
尚
泰
王
一
二
年
八
月
お
よ
び
『
尚
泰
侯
実
録
』
三
〇
八
・
三
〇
九
頁
を
参
照
。

（
79
）
浦
添
市
立
図
書
館
沖
縄
学
研
究
室
（
編
）『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
総
索
引
』（
浦
添

市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
80
）
『
評
定
所
文
書
』
補
巻
二
二
九
頁
（
咸
豊
四
年
七
月
一
四
日
）、
同
二
三
〇
頁
（
同
年

七
月
一
六
日
）、「
家
譜
（
首
里
系
）」
四
八
六
・
四
八
九
頁
。
東
国
興
よ
り
二
歳
下
の
牧
志
の

家
譜
は
「
向
姓
家
譜
（
五
世
）
板
良
敷
親
雲
上
」
と
し
て
、
昭
和
四
年
『
沖
縄
県
立
図
書
館

郷
土
史
料
目
録
』（
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
、
一
九
八
二
年
）
に
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、

現
状
は
不
明
。

（
81
）
「
家
譜
（
首
里
系
）」
一
〇
三
頁
（
翁
姓
家
譜
・
伊
舎
堂
家
八
世
盛
喜
）。

〔
附
記
〕
本
稿
はJ

S
P

S

科
研
費
（J

P
20K

00940

）
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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Established Ritual Principles of Taibyo and Shinbyo, Mausoleums, after King Sho 

Tai of Ryukyu, and the Inherited Rite of the Attainment of Manhood

Yoshiyuki MAEMURA

Summary

Sho Tai, the Last King of Ryukyu, ascended the throne in 1848. At the time, the Syuri 

government’s high-ranking officials took the responsibility of raising their infant ruler. 

Simultaneously, these officials had to safely cope with unprecedented diplomatic problems. The 

French and British missionaries and the crew members of Commodore Perry’s fleet forcibly landed 

on and stayed in Naha, and they requested the Shuri government to supply commodities and 

allow them to freely act on Okinawa Island. Moreover, in the Robert Bowne Incident, British and 

American ships landed armed crew members to capture the Chinese labor left on Ishigaki Island. The 

Syuri government conducted the difficult duty of convoying the survivors to Fujian. In addition to 

these stressful diplomatic problems, the Syuri government had to solve another problem regarding a 

ritual system.

To elucidate the final stage of determining the ancestor worship order in the second Sho Dynasty’s 

mausoleums, this paper investigates all parts of an inquiry paper and its signers in the document 

“Sho-ke-monjo, No. 447.” This document contains abstracts of commentaries on the Confucian 

Classics, Chinese historical cases, and discourses between a Mandarin and Ryukyuans called 

Byoseikyukyo, which had already been examined in another paper. These discourses were used as 

reference by the Shuri government; they were adjusted to the complicated circumstances to establish 

the ritual principles of Taibyo and Shinbyo. Four groups participated in the inquiry in 1857 and 

1858. The first group was Kaminoza composed of sesei （a regent） and sansikan （three government 

officials of the highest rank）. The second group was Simonoza, representing fifteen chief directors 

as Omote. The third group consisted of civil servants belonging to Kumemura. The fourth group 

consisted of five secretaries to conduct the memorandum. These secretaries referred to an epigram 

called “gyakushi （nisi in Chinese）” in Spring and Autumn Annals and asserted that the rite should 

only cover the great-great-grandfather, the great grandfather, the grandfather, and the father of 

the current king and their wives, or kings and their wives in the same generations although they 

were not direct descendants of the first king, in addition to Sho En, the first king. Touyama, the 

head of interpreters, who came from Kumemura, asked a Mandarin in Beijing for advice about the 

rite and mausoleum twice. Yoseyama, who studied in an imperial academy in Beijing as a member 

of the four Kansho （students studying abroad at the government’s expense）, was familiar with the 

ancestor worship order. However, he could not express the most important principle of Taibyo and 

Shinbyo, because he came from Syuri and could incur the royal family’s displeasure, especially that 

of Kikoeogimi, the wife of the late King Sho On. A document, brought to Ryukyu from Beijing by 

Touyama, supported Yoseyama’s real intention. 

It was decided in the inquiry that Sho Kou and Sho On, who were Sho Tai’s grandfather and 

elder brother, respectively, and Sho Iku and Sho Sei, who were Sho Tai’s father and elder cousin, 

respectively, should be transferred to another altar simultaneously as the same generation 

（after considering both the order of succession to the throne and of ranking based on the lineal 

generations）. It is important to understand that this decision was made due to rational necessity to 

perpetuate the dynasty instead of Confucian logic and Chinese norms.
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